
Title 明治二十五年・選挙干渉事件における言論規制
Sub Title Restriction on free speech at the affair of intervention in general

election, 1892
Author 末木, 孝典(Sueki, Takanori)

Publisher 慶應義塾福沢研究センター
Publication

year
2009

Jtitle 近代日本研究 (Bulletin of modern Japanese
studies). Vol.26, (2009. ) ,p.1- 34 

JaLC DOI
Abstract
Notes 論説
Genre Departmental Bulletin Paper
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN10005325-20090000-0001

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


近
代
日
本
研
究
第
二
十
六
巻

(

二
〇
〇
九
年)

論
説

明
治
二
十
五
年
・
選
挙
干
渉
事
件
に
お
け
る
言
論
規
制

末

木

孝

典

一

は
じ
め
に

明
治
二
十
五
年
・
選
挙
干
渉
事
件
と
は
、
第
一
次
松
方
正
義
内
閣
下
で
行
な
わ
れ
た
第
二
回
衆
議
院
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
政

府
、
官
僚
、
府
県
知
事
な
ど
が
政
府
支
持
派

(

吏
党)
候
補
を
よ
り
多
く
当
選
さ
せ
、
議
会
運
営
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
様
々
な

手
段
で
干
渉
し
た
事
件
で
あ
る

(

１)

。
当
時
民
党
と
呼
ば
れ
た
自
由
党
、
改
進
党
は
干
渉
に
反
発
し
、
各
地
で
死
傷
者
が
で
る
事
態
と

な
っ
た
。
選
挙
後
の
帝
国
議
会
や
府
県
議
会
で
は
干
渉
し
た
政
府
や
警
察
に
対
す
る
責
任
追
及
が
大
き
な
焦
点
と
な
っ
た
。

こ
の
と
き
の
干
渉
の
具
体
的
手
段
に
つ
い
て
、
高
橋
雄
豺
氏
は

｢
内
務
大
臣
が
治
安
を
妨
害
し
ま
た
は
風
俗
を
壊
乱
す
る
と
認

め
た
新
聞
紙
に
対
し
て
は
発
行
停
止
の
権
限
を
与
え
て
い
た
の
で
、
こ
れ
が
選
挙
干
渉
に
利
用
せ
ら
れ
た

(

２)｣

と
述
べ
、
新
聞
の
発

行
停
止
処
分
を
挙
げ
た
。
し
か
し
高
橋
氏
も
発
行
停
止
を
受
け
た
新
聞
名
を
列
挙
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
た
め
、
新
聞
以
外
の
言
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論
規
制
も
含
め
て
実
態
が
不
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
程
度
ま
で
政
府
・
内
務
省
が
選
挙
干
渉
に
関
わ
る
言
論
を
規
制
し

た
の
か
と
い
う
大
き
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
事
件
に
関
す
る
近
年
の
研
究
で
議
論
に
な
っ
て
い
る
干
渉
の
組
織
性
、

強
権
性
を
検
討
す
る
た
め
に
も
明
ら
か
に
す
べ
き
課
題
で
あ
る

(

３)

。

ま
た
明
治
期
の
新
聞
研
究
で
は
、
主
に
発
行
部
数
や
読
者
層
に
関
す
る
研
究
が
進
ん
で
い
る

(

４)

。
明
治
二
十
年
代
の
新
聞
研
究
に

限
れ
ば
、
第
一
次
松
方
内
閣
期
の
新
聞
操
縦
や
、
第
二
回
総
選
挙
時
の
自
由
党

『

党
報』

告
発
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
な
ど
が
あ

る

(

５)

。
言
論
規
制
に
関
す
る
研
究
は
明
治
十
年
代
の
筆
禍
事
件
で
の
新
聞
記
者
に
対
す
る
刑
罰
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が

(

６)

、
二
十

年
代
の
言
論
規
制
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
空
白
に
近
い
状
態
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

本
稿
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
も
、
明
治
中
期
の
言
論
を
め
ぐ
る
状
況
を

｢

井
上
馨
関
係
文
書｣

(

国
立
国
会
図

書
館
憲
政
資
料
室
蔵)

中
の
調
査
資
料
や
内
務
省
統
計
な
ど
で
明
ら
か
に
し
た
上
で
、｢

有
松
英
義
関
係
文
書｣

(

同)

や

｢

警
視

庁
史
料
・
国
事
警
察
編｣

(

国
立
公
文
書
館
蔵

(

７))

な
ど
に
存
在
す
る
言
論
規
制
関
係
資
料
を
用
い
て
、
明
治
二
十
五
年
の
選
挙
干

渉
事
件
に
お
け
る
言
論
規
制
の
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

言
論
を
め
ぐ
る
法
制
度
と
そ
の
運
用

本
章
で
は
明
治
二
十
五
年
時
点
の
言
論
状
況
を
と
ら
え
る
た
め
、
明
治
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
整
備
さ
れ
た
言
論
関

係
の
法
制
度
を
概
観
し
、
そ
の
運
用
例
を
み
て
い
き
た
い

(

８)

。

明
治
政
府
は
明
治
初
年
か
ら
言
論
を
統
制
す
る
法
規
を
制
定
し
、
明
治
八
年
に
は
他
人
へ
の
誹
謗
、
皇
族
・
官
吏
へ
の
侮
辱
な

ど
を
罰
す
る
讒
謗
律
や
、
新
聞
発
行
手
続
き
を
厳
格
に
し
て
外
国
人
が
発
行
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
新
聞
紙
条
例
を
設
け
、
言
論
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を
抑
圧
す
る
政
策
を
と
っ
た
。
新
聞
紙
条
例
に
つ
い
て
は
、
九
年
か
ら
は
新
聞
の
発
行
停
止
・
禁
止
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
条

項
が
追
加
さ
れ
、
十
年
代
は
新
聞
記
者
へ
の
罰
金
、
禁
固
、
新
聞
の
発
行
停
止
な
ど
の
処
分
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

し
て
十
四
、
五
年
に
自
由
党
、
改
進
党
が
結
成
さ
れ
る
と
十
八
年
頃
ま
で
は

｢

政
党
機
関
紙
時
代｣

と
呼
ば
れ
る
政
党
の
主
張
が

盛
り
上
が
り
を
み
せ
た
時
期
と
な
っ
た

(

９)

。
こ
の
頃
か
ら
言
論
に
つ
い
て
定
め
た
法
規
が
制
定
も
し
く
は
改
定
さ
れ
て
い
っ
た
。

新
聞
と
並
ん
で
言
論
の
重
要
な
手
段
で
あ
っ
た
政
談
演
説
会
に
対
し
て
は
、
明
治
十
三
年
、
集
会
条
例
が
制
定
さ
れ
た

(�)

。
集
会

条
例
の
主
な
特
徴
は
次
の
通
り
で
あ
る
。(

ア)

政
治
集
会
の
開
催
や
政
治
結
社
の
組
織
は
警
察
に
届
出
を
行
な
い
認
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
ず

(
第
一
条)

、
治
安
妨
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
認
可
さ
れ
な
い

(

第
四
条)

、(

イ)

警
察
官
の

臨
席
監
視
が
あ
り

(

第
五
条)
、
警
察
官
は
安
寧
に
妨
害
あ
り
と
判
断
し
た
と
き
に
退
去
を
命
じ
、
従
わ
な
い
場
合
は
全
会
を
解

散
さ
せ
る

(

第
六
条)

、(

ウ)
現
役
及
び
予
備
後
備
軍
人
、
警
察
官
、
教
員
、
生
徒
、
農
業
工
芸
の
見
習
生
の
参
加
禁
止

(

第
七

条)

、(

エ)

集
会
の
広
告
、
委
員
・
文
書
を
用
い
る
公
衆
の
誘
導
、
支
社
の
設
立
、
他
の
結
社
と
の
連
結
通
信
の
禁
止(

第
八
条)

な
ど
が
定
め
ら
れ
、
違
反
者
に
対
す
る
罰
則

(
第
十
条
以
下)

も
規
定
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
集
会
条
例
は
衆
議
院
議
員
選
挙
と
帝
国
議
会
開
設
に
合
わ
せ
て
、
明
治
二
十
三
年
に
集
会
及
政
社
法
に
改
め
ら
れ
た

(�)

。

集
会
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
規
定
が
置
か
れ
た
。(
ア)

選
挙
準
備
の
た
め
の
集
会
は
、
投
票
前
三
十
日
間
に
限
り
、
選
挙
権
、

被
選
挙
権
を
も
つ
者
で
あ
れ
ば
軍
人
、
警
察
官
、
教
員
な
ど
で
も
参
加
で
き
る

(

第
四
条)

、(

イ)

帝
国
議
会
開
会
か
ら
閉
会
ま

で
、
国
会
か
ら
三
里
以
内
で
の
屋
外
集
会
、
多
衆
運
動
の
禁
止

(
第
八
条)

、(

ウ)

集
会
で
の
戎
器
や
兇
器
の
携
帯
禁
止

(

第
十

条)

、
喧
擾
狂
暴
を
制
止
さ
れ
て
も
従
わ
な
い
場
合
は
警
察
官
に
退
出
さ
せ
ら
れ
る

(

第
十
二
条)

、(

エ)

集
会
の
規
定
違
反
、

安
寧
秩
序
の
妨
害
、
警
察
官
の
臨
監
拒
否
、
退
出
命
令
に
従
わ
な
い
な
ど
の
場
合
は
集
会
を
解
散
さ
せ
る

(

第
十
三
条)

な
ど
で

あ
る
。
政
社
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
規
定
が
置
か
れ
た
。(

ア)

委
員
・
文
書
を
用
い
る
公
衆
の
誘
導
、
支
社
の
設
立
、
他
の

明治二十五年・選挙干渉事件における言論規制
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政
社
と
の
連
結
通
信
の
禁
止

(

第
二
十
八
条)

、(

イ)

帝
国
議
会
議
員
の
発
言
・
表
決
に
つ
い
て
議
会
外
で
責
任
を
問
う
こ
と
の

禁
止

(

第
二
十
九
条)

、(

ウ)

内
務
大
臣
に
よ
る
安
寧
秩
序
を
害
す
る
結
社
の
禁
止
命
令

(

第
三
十
条)

な
ど
で
あ
る
。

新
聞
に
関
し
て
は
幾
度
か
の
改
正
を
経
て
明
治
二
十
年
に
新
聞
紙
条
例
が
制
定
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
も
の
と
な
っ

た

(�)
。(
ア)
新
聞
発
行
二
週
間
以
前
に
題
号
・
発
行
人
氏
名
な
ど
の
届
出

(

第
一
条)

、(

イ)

発
行
人
は
内
国
人
で
二
十
歳
以
上

の
男
子
限
定

(
第
六
条)

、(

ウ)

保
証
金
の
支
払
い

(

第
八
条
、
東
京
は
千
円
、
地
方
に
よ
っ
て
額
が
異
な
る)

、(

エ)

発
行
ご

と
に
内
務
省
に
二
部
、
管
轄
庁
及
び
管
轄
治
安
裁
判
所
検
事
局
に
各
一
部
納
め
る

(

第
十
二
条)

、(

オ)

関
係
者
か
ら
正
誤
記
事

の
掲
載
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
次
回
又
は
第
三
回
の
発
行
で
掲
載
す
る

(

第
十
三
条)

、(

カ)

掲
載
記
事
に
関
し
て
裁
判
を
受
け

た
場
合
は
次
回
発
行
紙
に
宣
告
の
全
文
掲
載

(

第
十
五
条)

、(

キ)

重
罪
軽
罪
の
予
審
に
関
わ
る
事
項
は
公
判
以
前
に
掲
載
禁
止

(

第
十
六
条)

、
犯
罪
を
庇
う
論
説
禁
止
(

第
十
七
条)

、
非
公
開
の
公
文
書
な
ど
の
無
許
可
掲
載
禁
止

(

第
十
八
条)

、(

ク)

治

安
妨
害
、
風
俗
壊
乱
の
お
そ
れ
の
あ
る
新
聞
は
内
務
大
臣
が
発
行
禁
止
・
停
止
で
き
る

(

第
十
九
条)

、
そ
の
場
合
に
大
臣
は
発

売
頒
布
を
禁
止
し
、
差
押
え
で
き
る

(

第
二
十
条)

、(

ケ)

政
体
変
壊
、
朝
憲
紊
乱
の
論
説
を
掲
載
し
た
場
合
は
発
行
人
、
編
集

人
、
印
刷
人
は
軽
禁
固
、
罰
金
を
科
さ
れ
る

(
第
三
十
二
条)

な
ど
が
定
め
ら
れ
た
。

ま
た
出
版
条
例
は
新
聞
・
雑
誌
以
外
の
文
書
図
画
を
対
象
と
し
て
、
新
聞
紙
条
例
と
同
趣
旨
で
制
定
さ
れ
た

(�)

。
そ
の
た
め
、
文

書
図
画
を
出
版
す
る
場
合
は
発
行
日
の
十
日
前
ま
で
に
製
本
三
部
と
出
版
届
を
内
務
省
に
提
出
す
る
条
項

(

第
三
条)

以
外
は
、

治
安
妨
害
、
風
俗
壊
乱
の
お
そ
れ
の
あ
る
文
書
図
画
に
つ
い
て
内
務
大
臣
は
発
売
頒
布
を
禁
止
し
、
差
押
え
で
き
る
こ
と

(

第
十

六
条)

な
ど
、
新
聞
紙
条
例
と
同
様
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
法
令
が
整
備
さ
れ
、
集
会
は
警
察
官
、
結
社
・
新
聞
雑
誌
は
内
務
大
臣
が
そ
れ
ぞ
れ
解
散
、
禁
止
な
ど
の
命
令

を
出
す
権
限
を
有
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
権
限
を
用
い
て
、
政
府
は
自
由
民
権
運
動
な
ど
に
対
す
る
言
論
規
制
を

4



強
め
た
の
で
あ
る
。
無
論
民
権
派
も
対
抗
し
、
大
同
団
結
運
動
で
は
言
論
集
会
の
自
由
を
含
め
た
三
大
建
白
運
動
を
展
開
し
、
帝

国
議
会
発
足
後
は
議
席
を
得
た
民
党
議
員
が
言
論
の
自
由
を
主
張
し
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
第
二
回
総
選
挙
の
際
に
は
上
記
の
権
限
に
も
と
づ
い
た
通
常
の
取
締
り
と
は
別
に
、
特
に
民
党
首
脳
に
打
撃
を
与
え

る
こ
と
を
狙
っ
た
事
件
が
起
き
た
。
す
な
わ
ち
自
由
党

『

党
報』

告
発
事
件
と
自
由
党
・
改
進
党
集
会
及
政
社
法
違
反
事
件
で
あ

る
。
前
者
は
自
由
党
の

『

党
報』

号
外
に
対
し
て
新
聞
紙
条
例
第
二
十
四
条
違
反
を
理
由
に
板
垣
退
助
自
由
党
総
理
も
含
め
た
告

発
が
行
な
わ
れ
た
が
、
結
局
批
判
の
声
が
強
く
不
起
訴
と
な
っ
た

(�)
。
一
方
、
後
者
は
板
垣
自
由
党
総
理
と
大
隈
重
信
改
進
党
代
議

総
会
長
が
連
名
で
民
党
候
補
の
推
薦
広
告
を
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
集
会
及
政
社
法
第
二
十
八
条
違
反
で
内
務
省
が
告
発
し
た

事
件
で
あ
る

(�)
。
こ
の
事
件
も
反
対
の
声
が
上
が
っ
た
が
告
発
が
行
な
わ
れ
、
自
由
党
、
改
進
党
の
両
代
表
と
選
挙
候
補
者
を
含
め

た
計
四
十
四
名
が
被
告
と
な
っ
た
。
被
告
た
ち
は
投
票
日
直
前
の
二
月
十
三
日
か
ら
断
続
的
に
裁
判
所
に
召
喚
さ
れ
た
。
結
局
、

四
月
二
十
九
日
に
予
審
で
証
拠
不
十
分
で
免
訴
と
な
っ
た
。
両
事
件
と
も
当
時
の
法
制
度
で
は
違
法
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
が
、

運
用
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
政
府
が
選
挙
を
有
利
に
進
め
る
た
め
に
強
制
力
を
行
使
す
る
こ
と
も
で
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
外
形
的
に
法
に
依
拠
し
た
取
締
り
を
行
な
っ
た
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
だ
け
で
な
く
、
ど
の
よ
う
に
法
を
運
用
し

て
取
締
り
を
行
な
っ
た
の
か
を
見
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

三

集
会
及
政
社
法
に
よ
る
言
論
規
制

前
節
で
述
べ
た
明
治
中
期
の
法
制
度
の
も
と
で
言
論
活
動
は
ど
の
程
度
活
発
に
行
な
わ
れ
、
ま
た
、
ど
の
程
度
規
制
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
集
会
・
結
社
に
焦
点
を
あ
て
て
み
て
い
き
た
い
。

明治二十五年・選挙干渉事件における言論規制
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(
１)

集
会
・
結
社
を
め
ぐ
る
状
況

本
節
で
は
集
会
及
政
社
法
に
よ
る
言
論
規
制
の
状
況
に
つ
い
て
、
統
計
資
料
を
用
い
て
数
量
的
に
示
し
た
い
。
ま
ず
、
明
治
十

四
年
か
ら
二
十
八
年
ま
で
の
政
談
集
会
開
会
数
と
解
散
・
禁
止
数
を
グ
ラ
フ
で
示
し
た
の
が
図
１
で
あ
る

(�)

。
ま
た
、
明
治
十
三
年

四
月
か
ら
二
十
五
年
七
月
ま
で
の
結
社
数
と
解
散
・
禁
止
数
を
グ
ラ
フ
で
示
し
た
の
が
図
２
で
あ
る

(�)

。

明
治
十
年
代
半
ば
は
自
由
民
権
運
動
が
全
国
的
に
広

が
り
を
み
せ
た
時
期
に
当
た
り
、
二
十
年
代
前
半
は
大

日
本
帝
国
憲
法
発
布
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
第
一
回
衆

議
院
議
員
選
挙
の
実
施
や
帝
国
議
会
の
開
会
を
迎
え
た

時
期
に
当
た
る
。
図
１
を
み
る
と
、
政
談
集
会
の
開
会

は
、
帝
国
憲
法
発
布
の
二
十
二
年
か
ら
急
激
に
増
え
、

衆
議
院
議
員
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
二
十
三
年

(

七
千
六

百
二
十
一
回)

と
二
十
五
年

(

八
千
七
十
六
回)

が
特

に
多
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
図
２
を
み
る
と
結
社
数

も
二
十
二
年
か
ら
急
激
に
増
え
て
い
る
。
二
十
五
年
は

演
説
人
員
二
万
千
七
百
九
十
六
人
、
結
社
数
二
十
一

(
七
月
ま
で)

で
あ
る
。
一
方
、
規
制
に
つ
い
て
は
特

に
政
談
集
会
の
停
止
命
令
が
二
十
四
年
か
ら
急
増
し
、

6

図１ 政談演説会数と解散・禁止数 (明治14年～28年)

注 『内務省統計報告』 第十一巻 (日本図書センター､ 平成元年)
をもとに作成した｡

図２ 結社数と解散・禁止数 (明治13年４月～25年７月)

注 ｢新聞紙法案参照・新聞雑誌調・明治二五年一〇月調｣ (｢井上
馨関係文書｣ 国立国会図書館憲政資料室蔵) をもとに作成した｡



二
十
五
年

(

二
千
三
十
件)

に
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
解
散
命
令
は
二
十
五
年

(

四
百
七
十
四
件)

が
突
出
し
て

多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

一
般
的
に
自
由
民
権
運
動
期
の
政
治
熱
の
高
ま
り
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
実
際
に
は
憲
法
発
布
後
か
ら
政
談

集
会
、
結
社
と
そ
の
規
制
が
急
激
に
増
加
し
て
い
る
。
政
治
意
識
の
全
国
的
高
ま
り
は
、
む
し
ろ
総
選
挙
や
帝
国
議
会
の
設
置
な

ど
に
よ
り
二
十
年
代
の
方
が
熱
を
帯
び
て
い
た
と
い
え
る
。

(

２)

法
運
用
の
変
遷

本
節
で
は
活
発
化
す
る
言
論
活
動
に
対
し
て
内
務
省
、
警
察
が
ど
の
よ
う
な
方
針
で
関
連
法
を
運
用
し
取
締
り
を
行
な
お
う
と

し
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
訓
令
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
、
集
会
及
政
社
法
制
定
前
の
明
治
二
十
二
年
四
月
六
日
、
山
県
有
朋
内
務
大
臣
は
集
会
取
締
り
に
関
す
る
訓
令
を
発
し
た

(�)

。

内
容
は
、｢

政
党
競
争
益
々
熱
度
を
増
進
す
る
に
従
ひ
甚
し
き
軋
轢
を
醸
し｣

て
い
る
状
況
に
お
い
て
、
選
挙
で
候
補
者
を
脅
迫

し
た
り
、
他
党
の
演
説
を
妨
害
し
た
り
す
る
行
為
が
続
出
し
た
た
め
、｢

他
の
正
当
な
る
権
利
を
妨
害｣

す
る
者
に
対
し
て
は
、

｢

未
た
犯
罪
を
構
成
す
る
に
至
ら
す
と
雖
も
機
に
臨
み
変
に
応
し
宜
し
く
之
を
防
制｣

し
、｢

正
当
の
権
利
者
を
保
護｣

す
る
よ
う

に
指
示
し
、
権
利
を
妨
げ
る
者
へ
の
取
締
り
を
命
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
具
体
的
指
示
を
七
項
目
に
わ
た
っ
て
示
し
て

い
る
。
特
に
見
る
べ
き
は
、
第
二
項
目
の

｢

高
等
に
し
て
最
熟
練
の
警
察
官
二
名
以
内
を
派
遣｣

す
る
こ
と
を
命
じ
た
も
の
と
、

第
五
項
目
の
次
の
内
容
で
あ
る

(�)
。

出
場
の
警
察
官
に
対
し
軽
侮
す
る
の
行
為
あ
る
も
其
の
甚
し
き
に
渉
ら
さ
る
に
於
て
は
成
る
へ
く
耐
忍
し
苟
も
演
者
及
聴

明治二十五年・選挙干渉事件における言論規制
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衆
に
対
し
粗
暴
の
行
為
を
試
み
其
の
他
演
説
会
場
に
於
て
有
間
敷
挙
動
を
為
す
も
の
あ
ら
は
厳
に
之
を
制
止
し
尚
肯
せ
さ
る

も
の
は
公
力
を
以
て
退
場
せ
し
む
る
こ
と

こ
れ
に
よ
り
訓
令
が
軽
率
な
権
力
行
使
を
戒
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
の
通
り
、
既
に
集
会
条
例
第
六
条
に
よ
っ
て
警

察
官
は
集
会
を
解
散
さ
せ
る
権
限
を
持
っ
て
い
た
。
監
臨
す
る
警
察
官
に

｢

高
等
に
し
て
最
熟
練｣

と
い
う
条
件
が
付
さ
れ
た
理

由
は
、
第
五
項
目
に
あ
る
よ
う
に
軽
侮
に
対
し
て
耐
え
、
ま
た
、
制
止
に
従
わ
な
い
者
を
退
場
さ
せ
る
か
ど
う
か
を
慎
重
に
判
断

さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
第
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
を
目
前
に
控
え
た
明
治
二
十
三
年
六
月
二
十
四
日
、
田
中
光
顕
警
視
総
監
が
命
じ
た
内
訓

に
よ
る
と

(�)
、
東
京
で
は
選
挙
競
争
の
弊
害
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
が
、
初
の
衆
議
院
議
員
選
挙
だ
け
あ
っ
て
、｢

宴
席
を
設
け
選

挙
者
の
甘
心
を
買
は
ん
事
に
汲
々
と
し
或
は
公
然
集
会
を
開
き
攻
撃
誹
謗
の
弁
を
振
ひ
互
に
相
競
争
す
る
実
況｣

が
生
じ
て
い
る
。

こ
れ
が
過
激
に
な
る
と

｢

卑
劣
の
手
段
粗
暴
の
行
為
に
出
る
の
徒｣

が
当
選
し
、｢

老
成
着
実
の
輩｣

が
落
選
す
る
こ
と
に
な
り

か
ね
な
い
。
そ
の
た
め
警
備
を
強
化
し
、
衆
議
院
議
員
選
挙
法
や
補
則
の
罰
則
に
抵
触
す
る
行
為
を
取
締
ま
る
よ
う
指
示
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
予
防
的
措
置
と
し
て
取
締
り
の
強
化
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
明
治
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日
に
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
る
と
、
翌
日
、
園
田
安
賢
警
視
総
監
は
警
察
官
に
対
し
て
、

次
の
よ
う
に

｢

集
会
又
は
政
社
に
対
す
る
処
分｣

を
指
示
し
て
い
る

(�)
。

一

旧
議
員
た
る
者
は
衆
議
院
の
解
散
と
同
時
に
其
資
格
を
失
ひ
た
る
も
の
な
れ
は
事
苟
も
政
事
に
関
す
る
事
項
を
論
議
す

る
為
旧
議
員
異
党
派
を
以
て
相
集
会
し
或
は
通
信
を
為
す
も
の
あ
ら
は
法
律
に
照
し
相
当
の
処
分
を
求
む
へ
し
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一

新
聞
雑
誌
等
の
記
事
に
依
り
其
発
行
を
停
止
せ
ら
れ
た
る
論
説
と
等
し
き
演
説
を
為
す
も
の
は
悉
く
停
止
又
は
解
散
の

処
分
を
行
ふ
へ
し

一

詭
弁
激
論
以
て
安
寧
秩
序
を
紛
擾
せ
し
め
ん
と
す
る
の
講
談
論
議
は
停
止
解
散
其
宜
に
従
ふ
へ
き
は
勿
論
な
り
と
雖
も

国
家
の
治
平
秩
序
を
害
す
る
の
意
に
出
て
す
し
て
解
散
の
得
失
を
論
し
或
は
政
府
の
政
略
を
批
難
し
又
は
其
是
非
を
評
す

る
も
の
ゝ
如
き
言
論
は
之
を
制
限
す
る
の
限
に
あ
ら
す

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
一
項
は
解
散
後
の
衆
議
院
議
員
が
議
員
資
格
を
保
有
し
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
異
党
派
す
な
わ
ち
自
由
党

と
改
進
党
の
前
議
員
が
連
携
し
て
集
会
や
通
信
を
行
な
う
こ
と
を
封
じ
る
措
置
を
命
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
集
会
及

政
社
法
第
二
十
八
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
次
に
第
二
項
は
新
聞
雑
誌
に
対
す
る
発
行
停
止
処
分

(

新
聞
紙
条
例
第
十
九
条)

が

同
内
容
の
演
説
取
締
り

(

集
会
及
政
社
法
第
十
三
条)

の
根
拠
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
異
な
る
法
規
の
処
分
を
一

体
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
内
務
大
臣
が
特
定
の
新
聞
を
発
行
停
止
に
す
れ
ば
東
京
の
警
察
官
が
演
説
を
停
止
・
解
散
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
第
三
項
は
国
家
の
秩
序
を
乱
す
意
図
が
な
い
議
論
は
一
定
程
度
許
容
す
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
園
田
警

視
総
監
は
解
散
前
か
ら
自
由
党
と
改
進
党
の
連
携
に
つ
い
て
密
偵
に
探
聞
さ
せ
、
松
方
首
相
に
報
告
し
て
い
た

(�)

。
解
散
後
は
、
集

会
及
政
社
法
と
新
聞
紙
条
例
の
具
体
的
運
用
を
指
示
し
、
両
政
党
の
連
携
や
言
論
活
動
の
規
制
を
狙
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
小
松
原
英
太
郎
内
務
省
警
保
局
長
か
ら
も
、
明
治
二
十
五
年
一
月
八
日
付
で
各
府
県
に
向
け
て
次
の
よ
う
な
指
示
が
出
さ

れ
た

(�)

。
過
激
派
の
者
は
政
府
の
信
用
を
傷
け
ん
為
無
闇
に
無
根
の
こ
と
を
構
造
し
仮
令
は
政
府
は
丸
の
内
の
地
所
を
払
下
け
其
の

明治二十五年・選挙干渉事件における言論規制
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金
の
行
先
き
は
判
ら
ぬ
と
か
大
蔵
省
は
使
用
す
へ
か
ら
さ
る
金
を
使
ふ
と
か
等
の
如
き
こ
と
を
演
説
し
た
る
場
合
は
停
止
又

は
解
散
す
る
は
其
実
況
に
依
る
へ
し
と
雖
も
右
等
の
演
説
は
其
官
名
を
指
さ
ゝ
る
も
政
府
即
ち
内
閣
大
臣
等
を
侮
辱
し
た
る

も
の
と
な
し
検
事
と
協
議
を
遂
け
司
法
処
分
に
附
し
然
る
へ
し

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
民
党
候
補
者
あ
る
い
は
支
持
者
が
政
府
の
土
地
払
下
げ
や
大
蔵
省
の
金
を
め
ぐ
る
不
正
を
噂
と
し
て
流
し
て

い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
取
締
り
た
い
内
務
省
が
集
会
の
停
止
・
解
散
で
は
な
く
、
官
吏
侮
辱
罪
で
告
発
す
る
強
硬
的
な
手
法
を

と
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
背
景
に
は
、
先
述
の
自
由
党

『

党
報』

告
発
事
件
で
問
題
と
さ
れ
た

｢

自
由
党
宣
言

書｣
(

一
月
五
日
発
行)

が
内
閣
の
官
有
物
払
下
げ
や
特
定
の
商
人
と
の
結
託
な
ど
を

｢

藩
閥
政
治
の
弊｣

で
あ
り
、｢

民
間
の
発

達
を
妨
害｣

し
て
い
る
と
し
て
批
判
し
た
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

(�)
。
白
根
内
務
次
官
は
、
宣
言
書
を

｢

内
閣
諸
公
は
官
金
を

盗
み
た
る
と
、
失
敬
に
も
、
不
都
合
に
も
之
を
天
下
に
宣
告
し
た｣

も
の
で
、｢

政
府
即
ち
内
閣
諸
公
之
職
務
に
対
し
、
大
な
る

侮
辱｣

で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り

(�)
、
八
日
付
の
指
示
は
政
府
を

｢

侮
辱｣

す
る
言
論
を
力
で
抑
え
る
こ
と
を
指
示
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

以
上
の
四
通
の
命
令
を
み
る
と
、
内
務
省
の
言
論
に
対
す
る
取
締
り
方
針
は
段
階
的
な
変
化
を
み
せ
て
い
る
。
第
一
段
階
は
政

党
間
の
過
熱
す
る
競
争
を
沈
静
化
す
る
た
め
、
熟
練
し
た
警
察
官
が
慎
重
に
正
当
な
権
利
者
を
保
護
す
る
方
針
を
示
し
た
二
十
二

年
で
あ
る
。
第
二
段
階
は
第
一
回
総
選
挙
で
粗
暴
な
行
為
が
老
成
着
実
な
者
に
不
利
に
な
ら
な
い
よ
う
選
挙
法
違
反
を
取
締
ま
る

よ
う
指
示
し
た
二
十
三
年
で
あ
る
。
最
後
は
第
二
回
総
選
挙
を
迎
え
、
具
体
的
な
取
締
り
対
象
を
指
示
し
民
党
の
言
論
を
封
じ
よ

う
と
い
う
意
図
が
明
確
に
内
務
省
、
警
察
に
現
わ
れ
る
二
十
五
年
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
法
令
に
依
拠
し
な
が
ら
そ
の
時
々

の
取
締
り
方
針
に
よ
っ
て
法
運
用
が
顕
著
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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(
３)

板
垣
遊
説
に
み
る
演
説
規
制

本
節
で
は
実
際
に
政
談
集
会
に
お
け
る
演
説
が
ど
の
よ
う
に
規
制
さ
れ
た
の
か
、
自
由
党
総
理
・
板
垣
退
助
の
遊
説
を
例
に
み

て
い
く
。

板
垣
が
民
党
候
補
の
選
挙
応
援
演
説
を
各
地
で
行
な
う
こ
と
に
関
し
、
内
務
省
は
す
で
に
明
治
二
十
四
年
末
に
遊
説
予
定
を
把

握
し
、
松
方
首
相
や
遊
説
先
の
地
方
に
警
戒
を
呼
び
か
け
て
い
た

(�)
。

ま
ず
板
垣
は
、
翌
年
一
月
五
日
、
最
初
の
遊
説
先
・
埼
玉
に
向
か
っ
た
。
六
、
七
日
は
数
カ
所
で
演
説
会
、
懇
親
会
を
開
催
し
、

大
勢
の
聴
衆
を
集
め
中
止
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う

(�)
。
し
か
し
、
次
の
遊
説
先
・
福
島
で
は
、
二
十
一
日
に
郡
山
町
で
中

止
を
命
じ
ら
れ

(�)
、
以
後
、
二
月
五
日
に
山
梨
の
相
興
村
、
十
一
日
に
大
阪
で
も
中
止
を
命
じ
ら
れ
、
思
う
よ
う
に
演
説
で
き
な
く

な
っ
て
い
っ
た

(�)
。

こ
こ
で
は
大
阪
で
の
演
説
中
止
の
状
況
を
詳
し
く
み
て
お
き
た
い

(�)
。
演
説
会
は
午
後
二
時
か
ら
始
ま
り
、
板
垣
は

｢

選
挙
区
民

ニ
告
ク｣

と
い
う
題
で
演
説
し
た
。
板
垣
は
、
解
散
に
よ
る
選
挙
を

｢

行
政
官
か
原
告｣

で
、｢

議
会
が
被
告｣

と
な
っ
た
裁
判

に
た
と
え
、
裁
判
官
で
あ
る
有
権
者
に
よ
っ
て

｢

国
利
民
福｣

が
決
ま
る
と
述
べ
た
。
そ
の
上
で
、
町
村
長
が
干
渉
を
し
た
り
、

商
売
の
取
引
上
で
投
票
を
促
し
た
り
、
水
を
せ
き
止
め
て
下
流
民
に
自
派
へ
の
投
票
を
強
い
る
例
を
挙
げ
、｢

代
議
政
体
治
下｣

で
は
腕
力
を
用
い
る
こ
と
や
、
金
で
人
の
意
思
を
乱
す
行
為
は
許
さ
れ
な
い
と
過
熱
す
る
選
挙
の
状
況
を
戒
め
た
。
そ
し
て
、
板

垣
が

｢

金
の
た
め
に
意
志
を
枉
げ
た
る
時
ハ
即
ち
国
を
売
る
と
云
ふ
も
の
で
あ
る｣

と
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
臨
監
の
警
察
署
長
が

演
説
の
中
止
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
板
垣
は
選
挙
規
則
で
も
賄
賂
に
罰
則
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
警
官
は
答
弁
し
な

い
と
取
り
あ
わ
な
か
っ
た
。

明治二十五年・選挙干渉事件における言論規制
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こ
の
一
件
に
関
し
て
、
関
西
地
方
を
中
心
に
政
府
の
選
挙
工
作
に
従
事
し
た
九
鬼
隆
一
は
、
二
月
十
一
日
、
神
戸
に
到
着
す
る

板
垣
一
行
に
つ
い
て
、
松
方
首
相
に

｢

当
港
而
は
十
分
防
戦
之
積
、
用
意
完
全
に
致
し
居
申
候
也｣

と
、
備
え
を
万
全
に
し
た
こ

と
を
伝
え
た

(�)
。
さ
ら
に
十
三
日
に
は
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る

(�)

。

板
垣
の
こ
と
、
大
坂マ

マ

に
て
は
小
々
無
理
な
が
ら
挫
ぎ
マ

マ

、
神
戸
に
て
は
却
而
穏
和
に
演
術
を
畢
へ
し
め

( マ
マ

何
等
害
な
き
こ
と

を
の
み
申
せ
り
、
必
竟
大
坂マ

マ

に
て
強
而
挫
ぎ
マ

マ

候
影
響
と
、
加
ふ
る
に
壮
士
的
の
こ
と
に
て
、
怖
る
ゝ
こ
と
も
多
く
有
之
、
…
…

こ
れ
に
よ
り
大
阪
で
の
演
説
中
止
が
強
引
な
処
分
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
影
響
で
神
戸
で
の
演
説
内
容
が
政
府
に
と
っ
て
無
害

な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
神
戸
の
演
説
会
場
は
地
元
候
補
の
鹿
島
秀
麿
陣
営

(

改
進
党)

が
手
配
す
る
段
階

で
管
理
者
が
吏
党
壮
士
の
脅
迫
を
受
け
借
り
ら
れ
な
い
事
態
も
起
き
て
お
り

(�)
、
演
説
会
の
開
催
す
ら
困
難
な
状
況
に
ま
で
陥
っ
て

い
た
。

一
方
、
自
ら
広
島
九
区
で
立
候
補
し
、
吏
党
候
補
の
ま
と
め
役
を
担
っ
て
い
た
井
上
角
五
郎
は
一
月
二
日
に
神
田
錦
輝
館
で
演

説
会
を
計
画
し
、
松
方
首
相
に｢

警
視
庁
へ
は
、
十
分
ニ
保
護
を
乞
ひ
度
、
成
る
丈
け
平
服
の
巡
査
を
派
出
候
様
ニ
願
上
候｣

と
、

平
服
警
官
に
よ
る
保
護
を
依
頼
し
て
い
る

(�)
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
板
垣
の
遊
説
に
つ
い
て
は
政
府
か
ら
警
戒
さ
れ
、
地
方
の
警
察
か
ら
強
引
な
処
分
を
受
け
た
の
と
は
対

照
的
に
、
吏
党
候
補
に
は
政
府
・
警
察
の
手
厚
い
保
護
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
近
年
、
第
二
回
総
選
挙
に
関
す
る

中
央
か
ら
の
指
示
は
合
法
性
、
間
接
性
な
ど
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が

(�)
、
今
後
は
本
章
で
み
た
よ
う
な
具
体
的
な
取
締
り

命
令
や
板
垣
の
演
説
に
対
す
る
強
引
な
中
止
処
分
な
ど
を
考
慮
し
て
干
渉
の
性
格
を
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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四

新
聞
紙
条
例
に
よ
る
言
論
規
制

本
章
で
は
当
時
の
新
聞
・
雑
誌
を
め
ぐ
る
状
況
を
み
た
上
で
、
新
聞
紙
条
例

に
も
と
づ
く
言
論
規
制
の
状
況
に
つ
い
て
明
治
二
十
五
年
中
の
発
行
停
止
処
分

を
例
に
と
り
検
討
し
た
い
。

(

１)

新
聞
・
雑
誌
を
め
ぐ
る
状
況

本
節
で
は
新
聞
・
雑
誌
を
め
ぐ
る
状
況
を
統
計
資
料
に
も
と
づ
い
て
数
量
的

に
示
し
た
い
。

｢

井
上
馨
関
係
文
書｣

中
に
は

｢

新
聞
紙
法
案
参
照
・
新
聞
雑
誌
調
・
明
治

二
五
年
一
〇
月
調｣

(

以
下
、｢

新
聞
雑
誌
調｣)

と
い
う
資
料
が
含
ま
れ
て
い

る
(�)

。
こ
の
調
査
結
果
が
表
１
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
十
四
年
か
ら
二
十
五

年
九
月
ま
で
の
期
間
で
、
新
聞
の
発
行
停
止
が
四
百
十
八
紙
、
発
行
禁
止
が
十

三
紙
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
雑
誌
の
発
行
停
止
は
九
十
八
誌
、
禁
止
は
三
誌
で

あ
る
。

一
方
、
新
聞
・
雑
誌
に
対
す
る
十
四
年
か
ら
二
十
八
年
の
発
行
停
止
数
を
示

し
た
の
が
図
３
で
あ
る

(�)
。｢
記
録
材
料｣

に
記
載
さ
れ
て
い
る
停
止
理
由
を
み

明治二十五年・選挙干渉事件における言論規制
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表１ 項目別新聞雑誌調査結果

項 目 計 新聞 雑誌 期 間

現在発行紙誌数 746 241 505

新聞雑誌禁止数 16 13 3 14年～25年９月

新聞雑誌停止数 516 418 98 14年～25年９月

停止平均日数・回数 15日弱 ４回強

出版条例による雑誌許可数 2,272 21年１月～25年10月

(内現在発行数) 781 25年１月～10月

新聞雑誌発行数 2,804 501 2,303 21年～25年９月

同 廃刊数 2,005 319 1,686

廃刊紙誌の発行平均日数・冊数 (東京) 473日 46冊弱 23年１月～25年10月

同 (地方) 426日 17冊弱 24年１月～25年10月

注 ｢新聞紙法案参照・新聞雑誌調・明治二五年一〇月調｣ (｢井上馨文書｣ 国立国会図書

館憲政資料室蔵) にもとづき作成した｡



る
と
、
明
治
二
十
二
年
の
治
安
妨
害
七
十
四
件
は
主
に
憲
法
発
布
と
条
約
改
正
に
と
も
な
う
停

止
処
分
で
あ
り
、
二
十
四
年
の
五
十
件
は
大
津
事
件
な
ど
に
よ
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

二
十
五
年
は
八
十
七
件
で
そ
れ
ま
で
で
最
も
多
い
数
字
に
な
っ
て
い
る
。
二
十
七
、
八
年
が
百

四
十
、
二
百
三
十
八
件
と
急
激
に
増
え
て
い
る
の
は
日
清
戦
争
に
関
す
る
報
道
へ
の
規
制
が
原

因
で
あ
る
。
一
般
に
国
内
外
で
大
事
件
が
起
き
る
と
様
々
な
情
報
や
噂
が
と
び
か
う
た
め
停
止

命
令
も
多
く
出
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
西
田
長
寿
氏
は
憲
法
発

布
後
の
言
論
弾
圧
と
し
て
大
隈
条
約
改
正
案
に
対
す
る
反
対
運
動
へ
の
新
聞
雑
誌
発
行
停
止
に

よ
る
言
論
弾
圧
、
大
津
事
件
報
道
に
対
す
る
事
前
検
閲
な
ど
の
言
論
弾
圧
を
挙
げ
た
上
で
、
第

二
回
総
選
挙
の
選
挙
干
渉
批
判
と
日
清
戦
争
報
道
も
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る

(�)

。

以
上
の
よ
う
に
、
新
聞
・
雑
誌
上
で
の
言
論
活
動
は
憲
法
発
布
を
契
機
と
し
て
活
発
化
し
た

が
、
政
府
は
大
事
件
が
発
生
す
る
度
に
関
連
法
規
を
用
い
て
言
論
規
制
を
強
め
て
い
っ
た
。

次
に
当
時
の
新
聞
の
色
分
け
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
。
明
治
二
十
五
年
前
後
の
新
聞
に
つ

い
て
は
表
面
上
と
は
異
な
り
、
政
府
と
の
つ
な
が
り
が
指
摘
さ
れ
る
も
の
も
多
い
。
佐
々
木
隆
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る

(�)

。

『

朝
野』

『

国
会』

『

中
央
新
聞』

が
内
務
省
系
、『

都』
『

中
正
日
報』

が
準
内
務
省
系
、『

東
日』

が
伊
藤
・
井
上
系
、

『

経
世』

が
松
方
系
、『

寸
鉄』

が
陸
奥
系
、『

東
京
新
報』

が
伊
藤
と
内
務
省
に
両
属

(

伊
藤
に
傾
斜
中)

、
中
立
紙
の

『

日

本』

と

『

時
事』

も
内
務
省
ま
た
は
品
川
に
連
絡
が
あ
る
と
目
さ
れ
て
い
た
。
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図３ 新聞雑誌の発行停止処分件数 (明治14年～28年)

注 ｢記録材料・功程報告・内務省｣ (明治十八─二十五年度､
国立公文書館蔵)､ 『内務省統計報告』 第十一巻 (日本図書セ
ンター､ 平成元年) をもとに作成した｡



こ
の
よ
う
に
有
力
新
聞
の
多
く
が
政
府
と
の
関
わ
り
を
持
ち
始
め
、
特
に
政
府
に
よ
る
資
金
援
助
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る

(�)
。
こ
の
背
景
に
は
松
方
内
閣
の
新
聞
操
縦
策
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
政
務
や
新
聞
統
制
を
統
一

す
る
た
め
に
陸
奥
宗
光
農
商
務
大
臣
を
部
長
と
す
る
政
務
部
が
設
置
さ
れ
た
が
、
結
局
藩
閥
内
の
反
発
か
ら
陸
奥
が
部
長
を
辞
任

し
政
務
部
構
想
は
破
綻
し
た

(�)
。
そ
の
後
、
松
方
首
相
に
よ
る

｢

新
聞
操
縦
本
部｣

を
通
じ
た
新
聞
統
制
が
行
な
わ
れ
る
な
ど

(�)

、
政

府
と
新
聞
の
関
係
は
こ
の
時
期
に
大
き
く
変
化
し
た
と
い
え
る
。

一
方
、
自
由
党
系
と
し
て
は
新
聞

『

自
由』

、
雑
誌

『

党
報』

、『

自
由
平
等
経
綸』

が
あ
り
、
改
進
党
系
と
し
て
は

『

郵
便
報

知
新
聞』

、『

毎
日
新
聞』
が
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
地
方
の
民
党
系
新
聞
も
自
由
民
権
運
動
や
大
同
団
結
運
動
の
流
れ
を
く
ん
だ
新

聞
が
多
く
経
営
さ
れ
て
い
た
。

第
二
回
総
選
挙
に
お
い
て
選
挙
運
動
が
始
ま
る
と
、
上
記
の
よ
う
な
政
府
系
・
民
党
系
の
新
聞
が
敵
味
方
に
分
か
れ
、
と
き
に

中
傷
合
戦
を
繰
り
広
げ
た
。
そ
の
た
め
選
挙
戦
に
お
け
る
新
聞
記
事
は
敵
対
勢
力
に
対
す
る
意
図
的
な
攻
撃
や
根
拠
の
な
い
風
説

が
多
く
な
り

(�)
、
事
実
と
認
定
す
る
に
は
注
意
が
必
要
な
状
況
で
あ
っ
た
。

(

２)

明
治
二
十
五
年
の
新
聞
・
雑
誌
発
行
停
止
状
況

本
節
で
は
先
行
研
究
を
ま
と
め
た
上
で
、
新
聞
・
雑
誌
に
対
す
る
発
行
停
止
処
分
の
状
況
に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。

先
行
研
究
で
は
、
前
述
の
通
り
高
橋
雄
豺
氏
が
政
府
の
選
挙
干
渉
手
段
の
一
つ
と
し
て
新
聞
の
発
行
停
止
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

高
橋
氏
は
、
明
治
二
十
四
年
十
二
月
初
め
か
ら
翌
年
二
月
十
六
日
ま
で
の
官
報
警
察
欄
を
調
べ
、
発
行
停
止
と
発
表
さ
れ
た
二
十

四
件
の
新
聞
名
と
発
行
月
日
を
挙
げ
て
い
る
。
特
徴
と
し
て
、｢

停
止
処
分
を
受
け
た
新
聞
の
う
ち
に
は
、
大
新
聞
と
見
ら
れ
る

も
の
は
な
い｣

こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由
は
停
止
処
分
に
よ
っ
て
受
け
る
被
害
が
大
き
い
た
め
記
事
に
注
意
し
た
か
ら
と
し
て

明治二十五年・選挙干渉事件における言論規制
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い
る

(�)
。
ま
た
、
第
二
回
総
選
挙
後
に
発
行
さ
れ
た
民
友
社
の

『

選
挙
実
録』

は
、
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
三
月
二
日
ま
で
に
発

行
停
止
処
分
を
受
け
た
新
聞
雑
誌
を
三
十
九
件
挙
げ
て
い
る

(�)

。
両
者
の
問
題
点
と
し
て
、
第
一
に
調
査
漏
れ
の
可
能
性
が
あ
る
こ

と
、
第
二
に
処
分
を
受
け
た
新
聞
雑
誌
名
と
日
付
し
か
わ
か
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
部
分
が
治
安
妨
害
に
抵
触
し
た
の
か
わ
か
ら
な

い
こ
と
、
第
三
に
本
当
に
選
挙
干
渉
に
関
す
る
処
分
な
の
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
通
常
、
発
行
停
止
処
分

を
受
け
た
紙
面
は
差
し
押
さ
え
ら
れ
、
資
料
と
し
て
残
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
幸
い
な
こ
と
に｢

有
松
英
義
関
係
文
書｣

に
は｢

明
治
二
十
五
年
中
新
聞
発
行
停
止
取
調
表｣

(

以
下
、｢

取
調
表

(�)｣)
と
い
う
資
料
が
あ
り
、
処
分
を
受
け
た
新
聞
名
、
発
行
月
日
、
停
止
月
日
、
停
止
期
間
、
禁
止
紙
数
、
対
象
府
県
な
ど
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。
管
見
の
限
り
、
こ
れ
ま
で
当
資
料
を
用
い
た
研
究
は
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
こ
の

｢

取
調
表｣

を
用
い

て
明
治
二
十
五
年
の
言
論
規
制
状
況
を
考
察
し
た
い
。

｢

取
調
表｣

に
よ
る
と
、
明
治
二
十
五
年
の
新
聞
発
行
停
止
件
数
八
十
七
件
の
う
ち
、
風
俗
壊
乱
を
理
由
と
す
る
も
の
が
五
件

(�)

、

治
安
妨
害
を
理
由
と
す
る
も
の
が
八
十
二
件
で
あ
る
。
新
聞
の
種
類
と
し
て
は
、
選
挙
干
渉
関
連
で
は
民
党
系
の
地
方
新
聞
が
圧

倒
的
に
多
く
、
当
該
期
の
紙
面
が
ほ
と
ん
ど
現
存
し
て
い
な
い
新
聞
も
多
い

(�)
。
他
に

『

中
正
日
報』

、『

都
新
聞』

、『

寸
鉄』

な
ど

民
党
系
で
は
な
い
新
聞
も
含
ま
れ
て
い
る
。
二
十
五
年
全
体
に
つ
い
て
み
る
と
、
松
方
系
の

『

経
世
新
報』

が
三
度

(�)

、『

日
本』

が
二
度

(�)
の
処
分
を
受
け
て
い
る
ほ
か
、『

東
京
日
日
新
聞

(�)』
、『
回
天
新
聞

(�)』
、『

国
会

(�)』
、『

朝
野
新
聞

(�)』
、『

読
売
新
聞

(�)』

な
ど
政
府

と
関
係
が
あ
る
新
聞
の
名
前
も
み
ら
れ
る
。

次
に
処
分
内
容
を
み
て
み
た
い
。
最
も
重
い
も
の
は
廃
刊
で
あ
り
、『
肥
筑
新
聞』

(

佐
賀

(�))
、『

中
越
自
由』

、『

山
陰
暁
鐘』

(

島
根)

、『

廓
新
聞

(�)』
、『

埼
玉
平
民
雑
誌
号
外』

、『

第
十
濃
飛
日
報』

(
岐
阜)
、『

埼
玉
新
報』

、『

埼
玉
日
報』

の
八
紙
が
対
象
と

さ
れ
た
。
停
止
期
間
と
し
て
最
も
長
い
の
は
六
十
日
間

(�)
、
最
も
短
い
の
は
五
日
間

(�)
で
あ
る
。
治
安
妨
害
を
理
由
と
す
る
処
分
の
平
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均
停
止
期
間
は
、
選
挙
干
渉
に
関
係
す
る
も
の
が
約
二
十
四
日
間
、
関
係
し
な
い
も
の
が
約
十
八
日
間
と
な
り
、
前
者
の
方
が
重

い
傾
向
が
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た

｢

新
聞
雑
誌
調｣

(

表
１)

の
明
治
十
四
年
か
ら
二
十
五
年
九
月
ま
で
の
平
均
停
止
日
数
十
五

日
弱
と
比
較
し
て
も
重
い
こ
と
が
わ
か
る
。

(

３)

選
挙
干
渉
に
関
わ
る
発
行
停
止
記
事

本
節
で
は

｢

取
調
表｣

中
の
選
挙
干
渉
に
関
係
す
る
と
み
ら
れ
る
記
事
を
取
り
上
げ
考
察
し
て
い
く
。

ま
ず
、
八
十
二
件
の
治
安
妨
害
を
理
由
と
す
る
発
行
停
止
記
事
の
う
ち
、
選
挙
干
渉
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
記
事
は
表
２

で
示
し
た
五
十
一
件
で
あ
る

(�)
。
内
訳
は
投
票
日
の
二
月
十
五
日
ま
で
が
二
十
八
件
、
投
票
日
後
か
ら
選
挙
干
渉
の
騒
ぎ
が
続
い
た

三
月
四
日
ま
で
が
十
七
件
、
そ
れ
よ
り
後
の
も
の
が
六
件
と
な
る

(�)
。
選
挙
干
渉
に
関
係
す
る
記
事
が
原
因
で
廃
刊
と
な
っ
た
の
は
、

四
紙
で
あ
る

(�)
。

次
に
、｢

取
調
表｣

の
記
載
を
用
い
て
選
挙
干
渉
に
関
係
し
て
処
分
対
象
と
な
っ
た
五
十
一
件
の
記
事
内
容
に
つ
い
て
み
て
い

き
た
い
。
た
だ
し
、
記
載
の
す
べ
て
を
扱
う
こ
と
は
紙
数
の
都
合
上
困
難
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
内
容
を
四
種
類
に
分
類
し
典

型
的
な
記
事
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
き
た
い

(�)
。

第
一
分
類
は
、
選
挙
期
間
中
に
政
府
を
批
判
し
た
記
事
で
あ
る
。
該
当
記
事
は
十
件
あ
り
、
い
ず
れ
も
選
挙
序
盤
の
一
月
中
の

発
行
で
あ
る
。
平
均
停
止
期
間
は
三
十
三･

六
日
で
あ
る
。

『

中
正
日
報』

(

一
月
一
日
付)

の

｢

徳
川
幕
府
の
末
路
は
殆
ん
ど
明
治
政
府
の
今
日
に
似
た
り｣

や
、『

活
世
界
号
外』

(

一
月

九
日
付)

の

｢

薩
長
政
府
が
大
日
本
皇
帝
陛
下
の
御
威
徳
を
如
何
な
る
度
迄
敬
重
し
奉
る
乎｣

、『

通
信
新
聞』

(

一
月
十
二
日
付)

の

｢

国
民
の
輿
望
を
失
ひ
し
以
上
は
明
治
政
府
の
運
命
蓋
し
亡
び
ざ
る
を
得
ず
徳
川
幕
府
の
末
路
も
明
治
政
府
近
日
の
現
象
に
似

明治二十五年・選挙干渉事件における言論規制
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表２ 選挙干渉関連発行停止処分一覧
題 名 発行月日 停止月日 停止期間 禁止紙数 対象府県 分類

中正日報 １月１日 １月１日 ３週間 ９ 東京他２県 １
若狭自由新聞 １月７日 １月８日 23日間 227 福井 １
越中新聞 １月８日 １月10日 23日間 191 富山 １
活世界号外 １月９日 １月９日 60日間 1765 東京 １
進歩 １月10日 １月18日 51日間 13 岡山 １
通信新聞 １月12日 １月12日 ２週間 ○ ○ １
九州自由新聞 １月13､ 14日 １月15日 ４週間 ○ ○ １
日本魂 １月15日 １月18日 51日間 59 兵庫他２県 １
峡中日報 １月20日 23日間 1144 山梨 １
土陽新聞 １月23日 １月23日 17日間 29 高知 ２
民報 １月25日 １月27日 42日間 ○ ○ １
肥筑日報 ２月

マ マ

27日 １月27日 ５週間 782 佐賀 ３
自由 １月29日 １月29日 ２週間 188 福井他10府県 ２
湖南日報 １月30日 ２月２日 ３週間 28 滋賀 ２
土佐 １月31日 ２月２日 ３週間 ８ 高知 ３
民党 ２月１日 ２月６日 16日間 ○ ○ ４
党報 ２月２日 ２月２日 ５週間 184 滋賀他11府県 ４
寸鉄 ２月３日 ２月３日 ３週間 424 東京他９県 ３
大阪自由新聞 ２月３日 ２月４日 ３週間 101 大阪他７県 ２
都新聞 ２月４日 ２月４日 １週間 299 兵庫他11府県 ３
千代田新聞 ２月４日 ２月４日 １週間 １ 岐阜 ３
北門新報 ２月４日 ２月５日 ３週間 ○ ○ ３
峡中新報 ２月５日 ２月８日 ３週間 11 山梨 ３
大阪曙新聞 ２月７日 ２月９日 19日間 450 愛媛他２府県 ４
北陸自由新聞 ２月10日 ２月10日 ３週間 ７ 福井 ３
下野民報 ２月15日 ２月15日 ２週間 ○ ○ ３
肥筑新聞 ２月16日 廃刊 ○ ○ ４
自由平等経綸 ２月15日 ２月19日 56日間 51 東京他５県 ３
山形自由新聞 ２月18日 ２月21日 ３週間 71 山形 ２
大和新聞 ２月19日 ２月21日 ３週間 ○ ○ ３
長崎新報 ２月21日 ２月25日 ３週間 １ 長崎 ３
大分新聞 ２月23日 ２月24日 ３週間 42 大分 ２
越中新聞 ２月26日 ２月29日 18日間 618 富山 ３
自由 ２月26日 ３月19日 ３週間 221 兵庫他11府県 ３
亜細亜 ２月28日 ３月１日 50日間 151 東京他９県 ３
山陰暁鐘 ２月29日 ３月４日 廃刊 38 鳥取 ３
郵便報知新聞 ３月１日 ３月１日 15日間 165 東京他14県 ３
鹿児島新聞 ３月１日 ３月２日 ３週間 1582 鹿児島 ３
国民新聞 ３月２日 ３月２日 ３週間 316 東京他11県 ３
寸鉄 ３月２日 ３月２日 ３週間 197 山形他６府県 ２
中越自由 ３月２日 ３月４日 廃刊 52 富山 ４
富山日報 ３月３日 ３月５日 ３週間 142 富山､ 岐阜 ２
北陸自由新聞 ３月３日 ３月６日 ３週間 ○ ○ ３
肥筑日報 ３月３日 ３月７日 ３週間 ○ ○ ３
因伯時報 ３月４日 ３月５日 ２週間 53 鳥取 ２
秋田魁新聞 ５月31日 ６月３日 ２週間 ○ ○ ３
埼玉平民雑誌号外 ８月23日 ８月25日 廃刊 199 埼玉 ３
因伯時報 ９月２日 ９月５日 10日間 １ 鳥取 ３
北陸自由新聞 ９月14日 ９月16日 ２週間 ○ ○ ３
中国民報 11月30日 12月３日 ３週間 ○ ○ ３
埼玉民報 12月５日 12月５日 廃刊 ○ ○ ４
注１ ｢明治二十五年中新聞紙発行停止取調表｣ (｢有松英義関係文書｣)にもとづき作成した｡
注２ 空欄､ 記号○は元の資料のままである｡ 対象府県名は元の資料には全て記載されて
いるが､ この表では省略した｡ 順番は発行月日順である｡



た
り
し
な
ら
ん｣

な
ど
、
藩
閥
政
府
の
将
来
を
徳
川
幕
府
の
崩
壊
に
な
ぞ
ら
え
て
批
判
す
る
内
容
が
目
立
つ
。
注
目
す
べ
き
は
政

府
系
、
特
に
準
内
務
省
系
と
さ
れ
る

『

中
正
日
報』

が
政
府
批
判
で
発
行
停
止
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
内
務
省
の
同
紙
に
対

す
る
管
理
が｢

余
り
徹
底
し
た
も
の
で
は
な
く
、
体
系
的
な
も
の
で
も
な
か
っ
た

(�)｣

こ
と
を
示
す
一
例
と
い
え
る
。
こ
の
分
類
中
、

最
も
過
激
な
の
は

『

越
中
新
聞』

(

富
山
、
一
月
八
日
付)

の

｢

不
公
平
ハ
革
命
の
基
な
り｣

と
題
す
る
記
事
で
あ
る
。
衆
議
院

解
散
の
上
奏
文
が
民
党
を
誹
謗
し
国
安
を
妨
害
し
て
い
る
と
批
判
し
た
上
で
、｢

政
治
の
不
公
平
は
革
命
を
促
す
の
原
因
た
ら
さ

る
は
な
し｣

、｢

輿
論
の
憤
怨
は
終
に
革
命
の
卵
子
と
な
り｣

と
述
べ
、｢

革
命｣

を
持
ち
出
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
分
類
は
本
格
的
な
干
渉
が
始
ま
る
前
の
選
挙
戦
序
盤
で
天
皇
や
革
命
な
ど
を
持
ち
出
し
て
政
府
を
批
判

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
選
挙
に
お
い
て
政
府
、
吏
党
に
不
利
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

第
二
に
、
選
挙
に
干
渉
を
加
え
本
来
の
職
務
を
遂
行
し
な
い
警
察
を
批
判
し
た
記
事
で
あ
る
。
該
当
記
事
は
九
件
あ
り
、
二
月

か
ら
三
月
に
か
け
て
掲
載
さ
れ
た
。
平
均
停
止
日
数
は
十
九
日
で
あ
る
。

『

自
由』

(

一
月
二
十
九
日
付)

は

｢

兇
漢
あ
り
暴
夫
あ
り
白
昼
公
然
群
隊
を
な
し
て
横
行
す
而
し
て
警
察
の
力
○
○
○
○
○
○

と
仮
定
せ
よ
□
□
□
□
云
々｣

、｢

演
説
会
場
に
入
る
のマ
マ

吏
党
壮
士
は
暴
語
を
放
ち
暴
行
を
加
へ
人
を
殴
打
す
る
に
至
る
而
し
て
警

察
は
之
を
制
止
せ
す
…
…
之
を
以
て
警
察
は
集
会
を
保
護
し
た
り
と
謂
ふ
を
得
る
乎｣

と
、
一
月
二
十
一
日
に
高
知
県
第
二
区
で

弁
士
が
演
説
中
に
殺
害
さ
れ
た
事
件
を
取
り
上
げ
、
本
来
の
職
務
を
放
棄
す
る
警
察
官
を
批
判
し
て
い
る

(�)
。
伏
字
に
し
て
い
る
部

分
も
処
分
対
象
に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
高
知
の
殺
害
事
件
以
後
、
警
察
に
対
す
る
批
判
が
強
ま
り
、
同
様
の
記
事

で
処
分
さ
れ
る
新
聞
が
出
て
く
る
。

次
に

『

寸
鉄』

(

三
月
二
日
付)

は

｢

警
察
の
干
渉｣

と
題
す
る
記
事
で
、｢

警
察
官
か
一
個
人
の
資
格
を
以
て
せ
り｣

と
い
う

の
は
選
挙
干
渉
を

｢

自
白｣

し
て
い
る
と
述
べ
、
警
官
が

｢

甲
を
選
挙
す
へ
し
と
説
き
乙
を
選
挙
す
へ
か
ら
す
と
勧
め｣

、｢

之
に

明治二十五年・選挙干渉事件における言論規制
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従
は
さ
る
者
あ
れ
は
陰
に
言
う
へ
か
ら
さ
る
の
手
段
を
用
ひ｣

る
と
い
う
の
は

｢

人
民
の
選
挙
権
を
蹂
躙｣

し
て
い
る
と
、
選
挙

の
際
に
警
察
官
の
行
な
っ
た
こ
と
を
具
体
的
に
伝
え
て
処
分
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
第
二
分
類
は
選
挙
戦
が
過
熱
す
る
中
、
本
来
選
挙
運
動
を
取
締
ま
る
立
場
に
あ
る
警
察
が
干
渉
の
当
事
者
に
な
っ
て
い

る
こ
と
を
伝
え
た
記
事
で
あ
る
。
記
事
の
内
容
自
体
が
、
干
渉
を
否
定
す
る
政
府
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

第
三
に
、
選
挙
干
渉
の
実
態
を
暴
露
し
、
批
判
し
た
記
事
で
あ
る
。
該
当
記
事
は
二
十
六
件
あ
り
、
四
分
類
の
中
で
最
も
多
い
。

時
期
は
二
月
か
ら
十
二
月
ま
で
広
く
存
在
し
、
五
月
以
降
の
六
件
は
す
べ
て
こ
こ
に
分
類
さ
れ
る
。
平
均
停
止
日
数
は
二
十
一･

四
日
で
、
廃
刊
が
二
紙
あ
る
。
な
お
、
こ
の
分
類
は
記
事
に
よ
っ
て
力
点
の
置
き
方
が
多
少
異
な
る
。

『

寸
鉄』

(

二
月
三
日
付)

は

｢
選
挙
競
争
の
原
因｣

と
題
し
て
次
の
よ
う
に
政
府
が
選
挙
に
介
入
し
て
い
っ
た
過
程
を
全
体
的

に
詳
細
に
伝
え
て
い
る
。

目
下
各
府
県
に
於
る
選
挙
の
争
闘
に
対
し
て
は
亦
責
を
政
府
に
帰
せ
さ
る
へ
か
ら
す
抑
々
政
府
は
嚢
に
議
会
を
解
散
す
る

や
反
対
党
と
選
挙
を
争
は
ん
と
欲
し
て
各
地
方
官
に
内
訓
を
下
し
所
謂
吏
党
た
る
へ
き
候
補
者
を
推
薦
せ
し
め
又
政
府
自
か

ら
も
候
補
者
を
指
名
し
て
其
準
備
に
着
手
し
た
り
云
々
各
府
県
知
事
が
候
補
者
を
推
薦
し
て
内
務
省
に
上
申
し
又
は
内
務
省

よ
り
直
接
候
補
者
た
る
へ
き
者
に
内
命
し
又
は
警
察
官
か
選
挙
人
に
所
謂
吏
党
選
挙
の
勧
誘
を
為
し
云
々
又
は
其
職
権
を
以

て
部
下
の
事
務
官
を
使
用
し
加
ふ
る
に
所
謂
吏
党
の
選
挙
費
を
政
府
よ
り
支
給
す
る
如
き
政
府
の
為
す
へ
き
事
に
あ
ら
す
云
々

是
れ
此
を
今
回
の
選
挙
競
争
の
熱
度
に
一
層
の
昇
騰
を
現
は
し
血
を
雨
ら
し
肉
を
飛
は
す
の
悲
境
を
各
地
に
生
し
た
る
所
以

な
り
と
す
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内
容
は
政
府
、
警
察
官
が
職
権
を
用
い
て
選
挙
に
干
渉
し
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
の
三
月
二
日
付
記
事
と
合

わ
せ
て
、『

寸
鉄』

の
記
事
は
干
渉
に
批
判
的
で
あ
っ
た
陸
奥
の
意
向
を
受
け
て
書
か
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る

(�)

。
同
傾
向
の
記

事
と
し
て
、『

北
門
新
報』

(

北
海
道
、
二
月
四
日
付

(�))
は
、｢

何
ぞ
腐
敗
の
甚
し
き｣

と
題
す
る
記
事
で
宮
内
省
官
吏
、
知
事
、

内
閣
書
記
官
、
郡
長
、
警
察
官
が
様
々
な
手
段
を
用
い
て
選
挙
に
干
渉
し
た
こ
と
を
挙
げ
、
官
僚
は

｢

法
律
を
蔑
視
し
た
り
其
職

分
を
忘
れ
た
り｣
と
批
判
し
た
。

ま
た
、『

土
佐』

(
一
月
三
十
一
日
付)

と

『

都
新
聞』

(

二
月
四
日
付)

は
、
一
月
二
十
九
日
に
高
知
県
第
二
区
の
斗
賀
野
村

で
民
党
と
吏
党
が
衝
突
し
二
人
が
死
亡
し
た
騒
動
を
伝
え
た
が
、
処
分
は
前
者
が
三
週
間
、
後
者
が
一
週
間
と
分
か
れ
た
。『

土

佐』

は
地
元
高
知
の
民
党
系
新
聞
で
あ
り
、
記
事
で
は
民
党
二
十
一
名
と
吏
党
百
四
名
が
互
い
に
抜
刀
、
発
砲
し
、
戦
闘
し
て
い

る
様
子
を
詳
細
に
伝
え
た
。
一
方
の

『
都
新
聞』

は
先
の

『

中
正
日
報』

と
同
様
に
準
内
務
省
系
と
い
わ
れ
る
が
、
記
事
で
は
通

常
の
議
員
競
争
と
同
一
視
で
き
な
い

｢

戦
争｣
状
態
に
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
政
府
が
予
戒
令
も
憲
兵
も
使
お
う
と
せ
ず

｢

傍
観｣

し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
巡
査
が
吏
党
に
加
担
し
て
民
党
を
攻
撃
し
て
い
る
と
伝
え
た
。
両
者
の
記
事
は
、
地
元
と

東
京
の
距
離
や
新
聞
の
性
質
か
ら
、
事
件
報
道
の
詳
細
さ
や
使
用
し
て
い
る
字
句
の
不
穏
さ
に
差
が
あ
り
、
こ
れ
が
処
分
の
差
に

な
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
内
務
省
が
政
府
批
判
よ
り
も
字
句
の
不
穏
さ
の
方
に
神
経
を
尖
ら
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
自
由
党
系
雑
誌

『

自
由
平
等
経
綸』

(

二
月
十
五
日
付)

は
選
挙
干
渉
に
関
連
し
て
政
府
を
批
判
し
た

｢

無
茶
苦
茶｣

と
題
し
た
記
事
で
、
五
十
六
日
間
の
停
止
と
い
う
重
い
処
分
を
受
け
た
。
記
事
の
概
要
は
、
白
昼
殺
人
が
起
き
て
も
警
察
が
犯
人

を
捕
ま
え
な
い
よ
う
な
状
況
に
な
り
、
選
挙
に
贈
賄
脅
迫
が
行
な
わ
れ
、
武
器
で
争
い
、
憲
兵
が
登
場
し
、
二
党
の
首
領
が
告
発

さ
れ
る
な
ど

｢

無
茶
苦
茶｣

で
あ
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て

『

自
由
平
等
経
綸』

の
編
集
人
で
あ
っ
た
野
島
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幾
太
郎
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(�)
。

此
の
十
五
日
発
行
の

｢

自
由
平
等
経
綸｣

第
二
十
四
号
は
、
不
運
に
も
発
行
停
止
の
災
厄
に
遭
ふ
た
、
而
し
て
其
の
内
容

を
点
検
し
た
る
に
、
赤
堂
初
見
八
郎
氏
の
執
筆
に
係
る

｢

時
事
漫
言｣

に
あ
つ
た
ら
し
い
、
其
の
漫
言
三
章
に
し
て
、
第
二

章
の

｢
内
閣
の
処
置
は
如
何｣

と
題
し
た
る
の
に
曰
く
、
…
…
其
の
第
三
章
は

｢

無
茶
苦
茶｣

と
題
し
て
、
政
府
の
対
選
挙

の
事
実
三
四
を
指
摘
し
、
之
れ
を
冷
嘲
し
た
る
の
で
あ
つ
た
が
、
痛
く
其
の
急
所
を
突
か
れ
た
も
の
ら
し
い
、
但
し
第
三
者

に
在
り
て
は
、
矢
張
り
平
々
凡
々
の
記
事
た
る
に
過
ぎ
ぬ
。

実
際
の
処
分
は
第
三
章
の
み
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
編
集
人
に
も
、
ど
の
記
事
が
処
分
の
対
象
に
な
っ
た
か
推
測
で

き
た
よ
う
だ

(�)
。

以
上
、
第
三
分
類
は
警
察
に
限
定
せ
ず
政
府
の
干
渉
が
引
き
起
こ
し
た
事
態
を
批
判
的
に
伝
え
た
記
事
で
あ
り
、
第
二
分
類
と

同
様
に
記
事
自
体
が
政
府
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
四
に
、
停
止
処
分
期
間
中
に
代
用

(

替
え
玉)
と
し
て
発
刊
し
た
新
聞
が
停
止
権
軽
視
を
理
由
に
処
分
を
受
け
た
も
の
で
あ

る
。
該
当
す
る
の
は
い
ず
れ
も
民
党
系
の

『

民
党

(�)』
、『

大
阪
曙
新
聞

(�)』
、『

中
越
自
由

(�)』
、『

肥
筑
新
聞

(�)』
、『

埼
玉
民
報

(�)』

、『

党
報』

の
六
紙
で
あ
る
。
同
じ
停
止
権
軽
視
で
も
処
分
が
大
き
く
異
な
り

(�)
、
そ
の
具
体
的
基
準
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
特
に

『

中
越
自
由』

の
廃
刊
処
分
は
替
え
玉
を
理
由
に
し
た
も
の
と
し
て
は
重
く
み
え
る
が
、
こ
れ
は
元
の

『

越
中
新
聞』

の
処
分
対

象
記
事
が
廃
刊
処
分
を
受
け
た

『

山
陰
暁
鐘』

と
同
記
事
で
あ
る
と
こ
ろ
に
理
由
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
は
、
最
後
の

『

党
報』

第
八
号

(

二
月
二
日
付)

を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
の
雑
誌
は
毎
月
二
回

(

十
日
、
二
十
五
日)
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発
行
の
自
由
党
の
機
関
誌
で
あ
る
。
機
関
新
聞

『

自
由』

の
二
週
間
停
止
中
に
発
行
さ
れ
た
第
八
号
が
替
え
玉
と
見
な
さ
れ
、
五

週
間
の
発
行
停
止
処
分
を
受
け
た
。
し
た
が
っ
て
、『

党
報』

は
一
月
二
十
六
日
か
ら
三
月
九
日
ま
で
、『

自
由』

は
一
月
三
十
日

か
ら
二
月
十
三
日
ま
で
の
選
挙
期
間
で
重
要
な
時
期
に
言
論
機
関
と
し
て
ほ
と
ん
ど
発
信
不
能
の
状
態
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
他
の

五
件
と
異
な
る
の
は
、『

党
報』

は
従
来
か
ら
発
行
さ
れ
て
お
り
、
替
え
玉
と
し
て
新
た
に
発
刊
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ

る
。｢

取
調
表｣
に
よ
る
と
、
党
報
付
録
に

『

自
由』

発
行
停
止
中
の
代
用
と
し
て
配
布
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ

て
停
止
権
軽
視
と
見
な
し
、
さ
ら
に
社
説

｢

立
憲
治
下
ノ
良
民｣

で
各
地
の

｢

格
闘
戮
殺
発
砲
抜
剣｣

は
民
党
か
ら
行
な
っ
た
こ

と
で
は
な
い
と
い
う
趣
旨
の
文
面
を
載
せ
た
こ
と
の
二
つ
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
社
説
は
と
り
た
て
て
字
句
が
不
穏

な
も
の
で
も
政
府
を
名
指
し
で
批
判
し
て
い
る
内
容
で
も
な
く
、
一
見
し
て
停
止
さ
れ
る
よ
う
な
文
面
と
は
思
え
な
い

(�)

。
ま
た
、

｢

取
調
表｣

は

『

自
由』

の
替
え
玉
と
見
な
し
た
が
、『

党
報』

第
九
号
の
社
告
は
第
八
号
の
停
止
に
関
し
て

｢

民
党
の
新
聞
停
止

の
厄
に
逢
ふ
者
一
に
し
て
足
ら
す
於
是
我

『

党
報』

は
民
党
に
声
援
を
与
へ
ん
こ
と
を
期
し
俄
か
に
日
刊
新
聞
と
為
し｣

と
、

『

自
由』

に
特
定
せ
ず
多
く
の
民
党
系
新
聞
が
停
止
さ
れ
た
た
め

『

党
報』

を
新
聞
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る

(�)

。

し
た
が
っ
て
、
社
説
内
容
や

『

自
由』

の
替
え
玉
と
い
う
示
さ
れ
た
根
拠
は
内
務
省
の
口
実
に
過
ぎ
ず
、
む
し
ろ
雑
誌
か
ら
日
刊

新
聞
に
変
更
す
る
こ
と
で
選
挙
の
残
り
期
間
中
に
発
行
可
能
に
な
る
こ
と
を
防
ご
う
と
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
す
で
に

一
月
上
旬
に

『

党
報』

号
外
が
告
発
対
象
と
な
り
、
下
旬
に
は

『

自
由』

が
発
行
停
止
と
な
り
、
さ
ら
に
は
板
垣
遊
説
で
の
強
引

な
演
説
中
止
と
い
う
執
拗
な
ま
で
の
内
務
省
の
対
自
由
党
策
を
み
れ
ば
、
二
月
上
旬
の

『

党
報』

第
八
号
の
五
週
間
発
行
停
止
も

内
務
省
の
選
挙
対
策
で
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
点
に
関
連
し
て
、
井
上
毅
は

｢

近
来
内
務
省
之
高
等
警
察
処

分
稍
厳
に
過
る
之
嫌
無
き
に
あ
ら
ず
、
宣
言
書
之
告
訴
の
如
き
、
新
聞
之
停
止
の
如
き｣

と

(�)
、『

党
報』

告
発
と
と
も
に
新
聞
停

止
処
分
の
行
き
過
ぎ
に
つ
い
て
品
川
弥
二
郎
内
相
に
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。
井
上
の
い
う

｢

新
聞｣

は

『

党
報』

の
み
を
指
し
て
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い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
内
務
省
が
新
聞
発
行
停
止
と
い
う
手
段
で
も
強
硬
な
選
挙
対
策
に
走
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
、
第
四
分
類
は
停
止
権
軽
視
を
理
由
と
し
た
替
え
玉
新
聞
に
対
す
る
処
分
で
あ
り
、
干
渉
に
批
判
的
な
新
聞
が
替
え
玉
を

用
い
て
発
行
を
継
続
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

五

む
す
び

以
上
、
選
挙
干
渉
事
件
に
お
け
る
言
論
規
制
に
つ
い
て
、
集
会
及
政
社
法
と
新
聞
紙
条
例
に
分
け
て
論
じ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で

述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
た
い
。

ま
ず
、
集
会
及
政
社
法
に
関
連
し
て
、
従
来
の
内
訓
で
は
権
力
の
濫
用
を
戒
め
る
な
ど
慎
重
な
取
締
り
を
指
示
し
て
い
た
内
務

省
が
、
第
二
回
総
選
挙
に
お
い
て
は
内
務
省
警
保
局
長
や
警
視
総
監
が
取
締
り
対
象
と
す
る
民
党
の
言
説
と
そ
の
取
締
り
手
法
ま

で
を
細
か
く
具
体
的
に
指
示
す
る
に
至
っ
た
。
実
際
に
政
府
・
内
務
省
が
、
警
戒
し
て
い
た
板
垣
退
助
の
遊
説
に
対
し
て
強
引
な

規
制
を
行
な
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。
内
務
省
が
法
の
運
用
を
選
挙
対
策
用
に
切
り
替
え
、
強
硬
的
な
言
論
規
制
に
乗
り
出

し
て
い
た
こ
と
は
、
間
接
的
な
干
渉
を
指
示
し
た
と
い
う
既
存
研
究
の
見
方
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
明
治
二
十
五
年
に
新
聞
紙
条
例
に
も
と
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
新
聞
・
雑
誌
発
行
停
止
に
つ
い
て
、
治
安
妨
害
を
理
由
と

す
る
八
十
二
件
の
う
ち
、
選
挙
干
渉
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
発
行
停
止
は
五
十
一
件
あ
り
、
そ
の
う
ち
投
票
日
の
二
月
十
五

日
ま
で
が
二
十
八
件
、
投
票
日
後
か
ら
選
挙
干
渉
の
騒
ぎ
が
続
い
た
三
月
四
日
ま
で
が
十
七
件
、
そ
れ
よ
り
後
の
も
の
が
六
件
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
五
十
一
件
の
選
挙
干
渉
関
連
の
停
止
処
分
を
分
類
し
た
結
果
、
序
盤
の
藩
閥
政
府
批
判
、
中
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盤
か
ら
の
警
察
に
よ
る
干
渉
へ
の
批
判
、
干
渉
の
実
態
暴
露
、
そ
し
て
停
止
権
の
軽
視
の
四
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
停
止

処
分
の
明
確
な
基
準
が
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
わ
か
り
に
く
い
が
、
特
に
自
由
党
機
関
紙
誌
を
は
じ
め
と
し
た
民
党
系
新
聞
・
雑

誌
へ
の
厳
し
い
処
分
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

明
治
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
の
言
論
規
制
は
、
根
拠
と
な
る
法
規
の
制
定
・
改
正
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
運
用
面
で
も
慎
重
な

取
締
り
を
徹
底
さ
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
考
察
し
た
明
治
二
十
五
年
の
選
挙
干
渉
事
件
に
お
い
て
は
、
言
論
法
規
の
制
定
・

改
正
を
行
な
う
こ
と
な
く
、
恣
意
的
な
法
運
用
に
よ
っ
て
演
説
取
締
り
や
新
聞
雑
誌
の
発
行
停
止
処
分
を
厳
格
化
し
、
民
党
候
補

の
選
挙
運
動
に
打
撃
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
政
府
の
強
硬
な
言
論
規
制
は
、
選
挙
後
、
第
三
議
会
が
開
か
れ
る
と
民
党

議
員
に
よ
っ
て
実
態
を
暴
露
さ
れ
、
第
三
回
総
選
挙
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

注

(

１)

先
駆
的
研
究
と
し
て
、
高
橋
雄
豺

『
明
治
警
察
史
研
究』

第
三
巻

(

令
文
社
、
昭
和
三
十
八
年)

。
佐
々
木
隆

｢

干
渉
選
挙
再
考

第
二
回
総
選
挙
と
九
鬼
隆
一｣

『

日
本
歴
史』
第
三
九
五
号
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
。

(

２)

前
掲

『

明
治
警
察
史
研
究』

第
三
巻
、
二
七
三
頁
。

(

３)

佐
々
木
隆
氏
は

『

藩
閥
政
府
と
立
憲
政
治』

(

吉
川
弘
文
館
、
平
成
四
年)

に
お
い
て
、
松
方
正
義
首
相
や
品
川
弥
二
郎
内
務
大
臣
か

ら
の
指
示
は
間
接
的
投
票
誘
導
で
あ
り
、
直
接
的
強
制
力
の
行
使
は
系
統
的
な
指
示
で
は
な
く
県
知
事
レ
ベ
ル
の
政
治
的
信
条
や
地
方
事

情
な
ど
の
複
合
的
要
因
で
暴
発
し
た
も
の
と
主
張
す
る
。
一
方
、
坂
野
潤
治
氏
は
、『

大
系
日
本
の
歴
史
・
近
代
日
本
の
出
発』

(

小
学
館

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
平
成
五
年)

や

『

日
本
の
歴
史
別
冊
・
歴
史
の
読
み
方
７』

(

朝
日
新
聞
社
、
平
成
元
年)

に
お
い
て
、
天
皇
が
首
相

ら
に
前
議
員
の
再
選
を
憂
慮
す
る
意
向
を
示
し
た
こ
と
か
ら
、
干
渉
を
指
示
し
た
に
等
し
い
と
系
統
的
干
渉
を
重
視
す
る
見
方
を
し
て
い

る
。
伊
藤
之
雄
氏
は
、
干
渉
は
天
皇
の
発
意
で
は
な
く
、
藩
閥
政
府
関
係
者
の
意
向
に
沿
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る

(『

立
憲
国
家
の
確
立
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と
伊
藤
博
文』

吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
一
年
、
八
六
頁)

。
ま
た
、
最
近
で
は
事
前
に
首
相
に
対
し
て
干
渉
方
法
の
具
体
的
提
案
が
な
さ

れ
て
い
た
こ
と
や
、
内
務
省
が
選
挙
の
前
年
か
ら
選
挙
区
調
査
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
論
文

(

末
木
孝
典

｢

第
２
回
衆
議
院

議
員
選
挙
に
お
け
る
政
府
の
方
針｣

『

選
挙
学
会
紀
要』

第
三
号
、
平
成
十
六
年
十
二
月)

や
、
貴
族
院
議
員
が
県
知
事
と
連
携
し
て
干

渉
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
論
文

(

太
田
健
一

｢

明
治
二
十
五
年
の
選
挙
干
渉
―
岡
山
県
知
事
・
貴
族
院
議
員
の
動
向
を
中
心

に
―｣

『
倉
敷
の
歴
史』

第
一
六
号
、
平
成
十
八
年
三
月)

な
ど
も
現
わ
れ
て
い
る
。

(

４)

西
田
長
寿

『

明
治
時
代
の
新
聞
と
雑
誌』

(

増
補
版
、
至
文
堂
、
昭
和
四
十
一
年)

。
山
本
武
利

『

近
代
日
本
の
新
聞
読
者
層』

(

法
政

大
学
出
版
会
、
昭
和
五
十
六
年)

。
鵜
飼
新
一

『

朝
野
新
聞
の
研
究』

(

み
す
ず
書
房
、
昭
和
六
十
年)

。

(

５)

言
論
全
体
に
及
ぶ
も
の
と
し
て
は
、
佐
々
木
隆

『

メ
デ
ィ
ア
と
権
力』

(

日
本
の
近
代
14
、
中
央
公
論
新
社
、
平
成
十
一
年)

、
前
掲

『

藩
閥
政
府
と
立
憲
政
治』
が
あ
る
。
新
聞
操
縦
問
題
に
関
す
る
論
文
と
し
て
は
、
福
地
惇

｢

第
一
次
松
方
内
閣
期
の
政
府
系
新
聞
統
一

問
題
―
伊
藤
、
井
上
、
伊
東
の
動
き
を
中
心
に
―｣

『

史
学
雑
誌』

第
八
三
編
、
第
六
号
、
昭
和
四
十
九
年
六
月
、
佐
々
木
隆

｢

第
一
次

松
方
内
閣
期
の
新
聞
操
縦
問
題｣
『
東
京
大
学
新
聞
研
究
所
紀
要』

第
三
一
号
、
昭
和
五
十
八
年
、
成
田
賢
太
郎

｢

政
務
部
問
題
の
位
置｣

(

福
地
惇
・
佐
々
木
隆
編

『

明
治
日
本
の
政
治
家
群
像』

吉
川
弘
文
館
、
平
成
五
年)

が
あ
る
。
自
由
党

『

党
報』

告
発
に
関
し
て
は
、

佐
々
木
隆

｢

自
由
党

『

党
報』

告
発
問
題
を
め
ぐ
っ
て｣

『

新
聞
学
評
論』

第
三
四
号
、
昭
和
六
十
年
が
あ
る
。

(

６)

代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
西
田
長
寿

『

日
本
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
史
研
究』

(

み
す
ず
書
房
、
平
成
元
年)

。
土
屋
礼
子

｢

明
治
初
期
の
言

論
統
制
と
小
新
聞
の
筆
禍｣

『

メ
デ
ィ
ア
史
研
究』

第
一
号
、
平
成
六
年
な
ど
が
あ
る
。

(

７)

こ
の
史
料
は
、
元
本
所
警
察
署
長
・
室
田
景
辰
の
手
記
の
反
古
断
片
か
ら
復
元
さ
れ
た
警
視
庁
作
成
史
料
で
、
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た

旧
内
務
省
関
係
の
公
文
書
の
一
つ
で
あ
る
。
す
で
に
大
日
方
純
夫
氏
が
警
察
史
研
究
の
中
で
一
部
を
用
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
大
日
方
純

夫『

日
本
近
代
国
家
の
成
立
と
警
察』

(

校
倉
書
房
、
平
成
三
年)

、
由
井
正
臣
・
大
日
方
純
夫
校
注『

日
本
近
代
思
想
大
系
３
・
官
僚
制
・

警
察』

(

岩
波
書
店
、
平
成
二
年
、
解
題
は
三
九
九
頁)

。

(

８)

以
下
の
言
論
規
制
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲

『

明
治
時
代
の
新
聞
と
雑
誌』
、
山
本
文
雄
編
著

『

日
本
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
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ン
史』

(

増
補
版
、
東
海
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
十
六
年)

に
も
と
づ
き
述
べ
て
い
く
。

(

９)

前
掲

『

明
治
時
代
の
新
聞
と
雑
誌』

九
八
頁
。

(
10)

太
政
官
布
告
第
十
二
号

『

法
令
全
書』

明
治
十
三
年
四
月
、
五
七
―
六
一
頁
。

(

11)
法
律
第
五
十
三
号

『

法
令
全
書』

明
治
二
十
三
年
七
月
、
一
六
五
―
一
七
〇
頁
。

(

12)

勅
令
第
七
十
五
号

『

法
令
全
書』

明
治
二
十
年
十
二
月
、
二
三
九
―
二
四
五
頁
。

(

13)

勅
令
第
七
十
六
号

『

法
令
全
書』

明
治
二
十
年
十
二
月
、
二
四
五
―
二
四
九
頁
。

(

14)

前
掲

｢

自
由
党

『

党
報』

告
発
問
題
を
め
ぐ
っ
て｣

。

(

15)

前
掲

｢

第
２
回
衆
議
院
議
員
選
挙
に
お
け
る
政
府
の
方
針｣

一
〇
頁
参
照
。

(

16)

な
お
、
山
室
信
一

｢
解
説
・
国
民
国
家
形
成
期
の
言
論
と
メ
デ
ィ
ア｣

(『

日
本
近
代
思
想
大
系
11
・
言
論
と
メ
デ
ィ
ア』

岩
波
書
店
、

平
成
二
年
、
五
二
七
頁)

に
は
、｢

全
国
政
談
集
会
統
計｣

と
い
う
表
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
期
間
が
明
治
十
四
年
か
ら
二
十
三
年
ま
で

に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

(

17)

図
２
は
、｢

明
治
13
・
14
年｣

を
一
項
目
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

｢

新
聞
紙
法
案
参
照
・
新
聞
雑
誌
調
・
明
治
二
五
年
一
〇
月
調｣

(｢

井
上
馨
関
係
文
書｣

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵)

が
明
治
十
三
年
四
月
か
ら
十
四
年
十
二
月
を
一
つ
に
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
同
様
に
二
十
五
年
の
項
目
も
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
値
で
あ
る
。

(

18)
｢

警
視
庁
史
料
・
国
事
警
察
編｣

六
五
―
六
七
頁

(
国
立
公
文
書
館
蔵)

。

(

19)

同
前
書
、
六
七
頁
。

(

20)

同
前
書
、
九
二
―
九
三
頁
。

(

21)

同
前
書
、
一
五
四
―
一
五
五
頁
。

(

22)
｢

松
方
家
文
書｣

(

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
近
代
諸
家
文
書
集
成)

に
は
園
田
の
探
聞
報
告
が
残
さ
れ
て
い
る
。

(

23)

前
掲

｢

警
視
庁
史
料
・
国
事
警
察
編｣

一
五
七
頁
。
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(

24)

明
治
二
十
五
年
一
月
十
二
日
付
告
発
書

(

松
方
正
義
宛
白
根
専
一
書
簡
、
松
方
峰
雄
、
兵
藤
徹
編

『

松
方
正
義
関
係
文
書』

第
八
巻
、

大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
、
昭
和
六
十
二
年
、
三
三
八
―
三
三
九
頁)

。

(
25)

明
治
二
十
五
年
一
月
十
四
日
付
松
方
正
義
宛
白
根
専
一
書
簡

(

同
前
書
、
三
四
三
頁)

。
こ
の
松
方
宛
書
簡
は
、
平
山
成
信
宛
書
簡
に

同
封
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(

26)

大
浦
兼
武
警
保
局
主
事
は
、
板
垣
が
一
月
七
日
に
東
京
を
発
ち
、
長
野
か
ら
東
北
を
巡
回
し
一
旦
帰
京
し
、
東
海
道
を
経
て
中
国
・
四

国
を
回
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
九
州
ま
で
足
を
伸
ば
す
と
伝
え
た

(

十
二
月
二
十
九
日
付
松
方
正
義
宛
大
浦
兼
武
書
簡
、
同
前
書
、
一
四

三
頁)

。
ま
た
、
白
根
専
一
内
務
次
官
は
、
埼
玉
に
板
垣
が
遊
説
す
る
際
に
、
該
当
選
挙
区

(

第
四
区)

の
吏
党
系
候
補
・
湯
本
義
憲
に

伝
え
た
た
め
、｢

充
分
防
御
方
注
意｣

す
る
は
ず
と
平
山
成
信
内
閣
書
記
官
長
に
報
告
し
て
い
る

([

一
月
カ]

五
日
付
平
山
成
信
他
宛
白

根
専
一
書
簡
、
同
前
書
、
三
四
二
頁)

。

(

27)
『

党
報』

第
六
号
、
明
治
二
十
五
年
一
月
十
日
、
二
一
―
二
二
頁

(

文
献
資
料
刊
行
会
編

『

復
刻
自
由
党
々
報』

第
一
巻
、
柏
書
房
、

昭
和
五
十
四
年
所
収
、
以
下

『

党
報』
は
当
文
献
か
ら
引
用
す
る)

。

(

28)

第
三
議
会
の
選
挙
干
渉
上
奏
案
の
審
議
で
立
川
雲
平(

自
由
党)

が
述
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、
板
垣
の
福
島
で
の
演
説
は
五
、
六
回
行
な
っ

て
す
べ
て
中
止
解
散
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う

(『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録』

第
四
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
十
四
年
、
六
四

頁)

。
ま
た
、
板
垣
の
福
島
遊
説
に
対
抗
す
る
た
め
、
吏
党
議
員
の
ま
と
め
役
を
担
っ
て
い
た
井
上
角
五
郎
は
十
七
日
に
福
島
入
り
す
る

こ
と
を
松
方
首
相
に
伝
え
て
い
る

([

一
月
カ]

十
六
日
付
松
方
幸
次
郎
宛
井
上
角
五
郎
書
簡
、
前
掲

『

松
方
正
義
関
係
文
書』

第
六
巻
、

昭
和
六
十
年
、
三
〇
四
頁)

。

(

29)
『

党
報』

第
九
号
、
明
治
二
十
五
年
三
月
二
十
五
日
、
三
七
―
三
八
頁
。

(

30)
｢

大
坂マ
マ

に
於
け
る
板
垣
伯｣

『

岩
手
公
報』

二
月
十
八
日
付
。
以
下
、
板
垣
演
説
の
内
容
と
中
止
の
経
緯
は
当
記
事
に
よ
る
。
な
お
、
引

用
に
際
し
て
送
り
仮
名
は
平
仮
名
に
改
め
た
。

(

31)

二
月
十
一
日
付
松
方
正
義
宛
九
鬼
隆
一
書
簡

(

前
掲

『

松
方
正
義
関
係
文
書』
第
七
巻
、
昭
和
六
十
一
年
、
二
二
五
頁)

。
な
お
、
引
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用
に
際
し
て
送
り
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
た

(

以
下
同
じ)

。

(

32)

二
月
十
三
日
付
松
方
正
義
宛
九
鬼
隆
一
書
簡

(

同
前
書
、
二
三
五
―
二
三
六
頁)

。
九
鬼
隆
一
の
選
挙
に
対
す
る
関
与
に
つ
い
て
は
、

前
掲

｢

干
渉
選
挙
再
考
―
第
二
回
総
選
挙
と
九
鬼
隆
一
―｣

、
同

『

藩
閥
政
府
と
立
憲
政
治』

が
詳
し
い
。
た
だ
し
、
本
稿
で
取
り
上
げ

た
大
阪
で
の
板
垣
演
説
中
止
以
外
に
も
、
岐
阜
県
で
は
九
鬼
の
買
収
工
作
の
裏
で
反
対
候
補
に
対
す
る
弾
圧
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
お
り

(

伊
藤
克
司

｢

明
治
後
半
の
衆
議
院
選
挙
―
阿
子
田
積
の
見
た
運
動
人
・
有
権
者
・
候
補
者
―｣

『

岐
阜
県
歴
史
資
料

館
報』
第
二
一
号
、
平
成
十
年
三
月)

、
関
西
地
方
で
の
政
府
系
候
補
の
優
勢
の
理
由
を
九
鬼
の
工
作
に
の
み
求
め
る
の
は
行
き
過
ぎ
の

感
が
否
め
な
い
。

(

33)
｢

第
一
区
の
干
渉｣

(｢
鹿
島
秀
麿
文
書｣

神
戸
市
文
書
館
蔵)

。
同
じ
書
類
が

『

選
挙
干
渉
ニ
関
ス
ル
参
考
書
類』

(

衆
議
院
事
務
局
、

三
一
―
三
二
頁)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
鹿
島
秀
麿
は
改
進
党
候
補
で
あ
る
が
、
自
由
党
・
改
進
党
は
選
挙
協
力
を
約
束
し
て
い
た
た
め
、

板
垣
の
遊
説
を
改
進
党
候
補
も
望
ん
で
い
た
。

(

34)
[

十
二
月
カ]

二
十
八
日
付
松
方
正
義
宛
井
上
角
五
郎
書
簡

(

前
掲

『

松
方
正
義
関
係
文
書』

第
六
巻
、
三
〇
二
頁)

。
ま
た
、
選
挙
資

金
に
つ
い
て
も

｢

十
分
の
補
助｣

を
受
け
な
が
ら
、
さ
ら
に
選
挙
後
に

｢

板
隈
両
党
の
刺
撃
の
為
め｣

不
足
の
千
円
余
を
松
方
に
請
求
し

て
い
る

(

三
月
四
日
付
松
方
正
義
宛
井
上
角
五
郎
書
簡
、
同
前
書
、
二
九
九
頁)

。

(

35)

佐
々
木
隆
氏
は
、｢

と
か
く
独
善
性
・
強
権
性
だ
け
が
強
調
さ
れ
が
ち
な
藩
閥
政
府
だ
が
、
選
挙
対
策
的
な
配
慮
が
い
く
ら
か
は
あ
っ

た
に
せ
よ
、
政
治
的
言
論
の
自
由
を
極
力
尊
重
し
、
法
令
・
権
力
の
恣
意
的
運
用
を
戒
め
る
勢
力
が
広
汎
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
見
逃

せ
な
い
事
実｣

(

前
掲

『

メ
デ
ィ
ア
と
権
力』

一
九
一
頁)
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
尾
崎
三
良
や
井
上
毅
の
よ
う
に
外
か
ら
内
務
省
の

独
走
に
反
対
の
声
が
上
が
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
こ
の
言
論
取
締
り
命
令
の
よ
う
に
内
務
省
が
選
挙
対
策
で
法
令
を
恣
意
的
に
運
用
し

て
い
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
り
、｢

広
汎｣

に
存
在
し
た
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
の
感
が
あ
る
。
ま
た
、
佐
々
木
氏
が
言
論
に
関
す
る

藩
閥
政
府
の
性
質
を
述
べ
る
と
き
に
、
不
起
訴
に
終
わ
っ
た
自
由
党

『

党
報』
告
発
事
件
の
み
を
取
り
上
げ
て
、
実
際
に
投
票
日
前
後
に

予
審
で
多
く
の
政
党
関
係
者
を
喚
問
し
た
自
由
党
・
改
進
党
集
会
及
政
社
法
違
反
事
件
を
取
り
上
げ
な
い
の
は
い
さ
さ
か
疑
問
で
あ
る
。
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(

36)
｢

井
上
馨
関
係
文
書｣

(

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵)

。
な
お
、
明
治
七
年
か
ら
二
十
三
年
ま
で
の
発
行
部
数
な
ど
の
新
聞
・
雑

誌
統
計
は
、
前
掲

｢

解
説
・
国
民
国
家
形
成
期
の
言
論
と
メ
デ
ィ
ア｣

(

前
掲

『

日
本
近
代
思
想
大
系
11
・
言
論
と
メ
デ
ィ
ア』

四
九
〇

頁)

で
も
表
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
期
間
が
二
十
三
年
ま
で
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
と
、
新
聞
・
雑
誌
が
分
け
ら
れ
て
い
な
い
点
か

ら
、
こ
こ
で
は

｢

新
聞
雑
誌
調｣

を
用
い
た
。

(

37)
『

内
務
省
統
計
報
告』

第
十
一
巻

(

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
平
成
元
年)

。｢

記
録
材
料
・
功
程
報
告
・
内
務
省｣

(

明
治
十
八
―
二
十
五

年
度
、
国
立
公
文
書
館
蔵)

。｢

記
録
材
料｣

は
各
年
度
共
通
で
、
警
察
事
務
の
新
聞
紙
雑
誌
と
い
う
項
目
に
お
い
て
前
年
分
と
本
年
分
の

停
止
処
分
件
数
が
表
に
な
っ
て
い
る
。

(

38)

前
掲

『

明
治
時
代
の
新
聞
と
雑
誌』

二
二
七
―
二
三
〇
頁
。

(

39)

前
掲

『

メ
デ
ィ
ア
と
権
力』

一
六
四
頁
。

(

40)

詳
し
く
は
、
前
掲

｢

第
一
次
松
方
内
閣
期
の
新
聞
操
縦
問
題｣

参
照
。

(

41)

政
務
部
に
つ
い
て
は
、
深
谷
博
治

｢
第
一
次
松
方
内
閣
の
政
務
部
問
題
の
顛
末｣

(

尾
佐
竹
猛
編

『

明
治
文
化
の
新
研
究』

亜
細
亜
書

房
、
昭
和
十
九
年)

、
前
掲

｢

政
務
部
問
題
の
位
置｣

、
前
掲

｢

第
一
次
松
方
内
閣
期
の
新
聞
操
縦
問
題｣

参
照
。

(

42)

前
掲

｢

第
一
次
松
方
内
閣
期
の
新
聞
操
縦
問
題｣

七
三
―
七
八
頁
。

(

43)

例
え
ば
富
山
県
第
四
区
で
は
大
同
団
結
運
動
の
流
れ
を
く
む
北
陸
自
由
党
が
吏
党
側
に
ま
わ
っ
た
た
め
、
機
関
紙

『

北
陸
政
論』

は
頻

繁
に
、
敵
対
す
る
改
進
党
候
補
に
つ
い
て
、
賄
賂
を
受
け
取
っ
て
警
察
に
拘
引
さ
れ
た
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
、
死
亡
し
た
な
ど
の
風

評
を
次
々
に
報
じ
た
が
、
発
行
停
止
な
ど
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
は
一
切
な
か
っ
た

(

末
木
孝
典

｢

明
治
二
十
五
年
・
選
挙
干
渉
事
件
の

一
考
察
―
富
山
県
第
四
区
の
場
合
―｣

『

法
学
政
治
学
論
究』
第
五
五
号
、
平
成
十
四
年
十
二
月
参
照)

。
一
方
、
対
抗
し
た
改
進
党
系

『

富
山
日
報』

は
発
行
停
止
処
分
を
受
け
た
。

(

44)

前
掲

『

明
治
警
察
史
研
究』

第
三
巻
、
二
七
三
―
二
七
五
頁
。

(

45)
『

選
挙
実
録』

(

民
友
社
、
明
治
二
十
五
年
、
一
八
九
―
一
九
二
頁)

。
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(

46)
｢

明
治
二
十
五
年
中
新
聞
発
行
停
止
取
調
表｣

(｢

有
松
英
義
関
係
文
書

(

寄
託)｣

Ｒ
６
―
10
、
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム)

。
第
二
回
総
選
挙
時
、
有
松
英
義
は
芝
区
裁
判
所
判
事
を
務
め
て
い
た
が
、
二
十
六
年
三
月
か
ら
内
務
省
警
保
局
書
記
官
と

し
て
治
安
警
察
法
な
ど
の
立
法
作
業
に
関
わ
っ
た
。｢

取
調
表｣

は

｢

警
部
長
・
典
獄
諮
問
案

(

明
治
二
六
年)｣

と
題
さ
れ
た
資
料
中
に

あ
り
、｢

検
閲
の
標
準｣

と
す
る
た
め
の
参
考
資
料
と
し
て
添
付
さ
れ
て
い
る
。｢

有
松
英
義
関
係
文
書｣

に
は
、
他
に

｢

発
行
禁
止
新
聞

一
覧
表｣
な
ど
の
新
聞
取
締
り
関
係
資
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、｢

近
代
立
法
過
程
研
究
会
収
集
資
料
紹
介

(

14)｣
(『

国
家
学

会
雑
誌』
第
八
六
巻
、
第
三
・
四
号
、
昭
和
四
十
八
年
、
一
三
六
―
一
五
二
頁)

の
資
料
目
録
や
、
伊
藤
隆
・
季
武
嘉
也
編

『

近
現
代
日

本
人
物
資
料
情
報
辞
典』

第
一
巻

(

吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
六
年
、
二
二
頁)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

47)
『

読
売
新
聞』

(
一
月
二
十
日
発
行
、
同
日
停
止
、
停
止
期
間
十
二
日
間)

、『

艶
の
友』

(

二
月
二
十
日
発
行
、
二
十
六
日
停
止
、
停
止

期
間
七
週
間)

、『

小
詩
人』

(
三
月
二
十
日
発
行
、
二
十
二
日
停
止
、
停
止
期
間
四
十
五
日
間
、
二
回)

、『

廓
新
聞』

(

七
月
九
日
発
行
、

十
二
日
廃
刊)

、『

神
戸
日
報』

(
十
一
月
十
三
日
発
行
、
十
五
日
停
止
、
停
止
期
間
五
日
間)

。

(

48)

例
え
ば

『

冨
山
日
報』

は
明
治
二
十
五
年
前
後
の
号
が
保
存
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、｢

取
調
表｣

は
資
料
価
値
が
高

い
と
思
わ
れ
る
。

(

49)

一
月
十
七
日
付
が
ギ
リ
シ
ャ
人
の
犯
罪
に
対
す
る
裁
判
所
、
田
中
不
二
麿
司
法
相
、
榎
本
武
揚
外
相
の
対
応
を
批
判
し
て
二
週
間
の
停

止
。
三
月
十
二
日
付
が
伊
藤
博
文
の
進
退
問
題
に
関
す
る
記
事
で
三
週
間
の
停
止
。
六
月
五
日
付
が
朝
鮮
情
勢
を
論
じ
て
三
週
間
の
停
止
。

こ
の
う
ち
、
二
度
目
の
処
分
は
、
記
事
に
よ
っ
て
井
上
馨
と
松
方
正
義
の
関
係
に
亀
裂
が
入
っ
た
筆
禍
事
件

(｢

雲
台
の
機
微
事
件｣)

と

し
て
知
ら
れ
る

(

前
掲

｢

第
一
次
松
方
内
閣
期
の
新
聞
操
縦
問
題｣

八
五
―
八
六
頁)

。

(

50)

八
月
三
十
一
日
付

｢

大
隈
伯
の
胆
識｣

で
九
日
間
の
停
止
。
内
容
は
伊
藤
内
閣
批
判
。
十
月
二
十
一
日
付

｢

宮
内
省
ニ
人
材
集
ル｣

で

一
週
間
の
停
止
。
内
容
は
白
根
専
一
、
芳
川
顕
正
ら
を
め
ぐ
る
内
閣
の
人
事
の
内
幕
。
ま
た
、
八
月
三
十
一
日
付
の
停
止
期
間
に
い
わ
ゆ

る
替
え
玉
新
聞
と
し
て

『

大
日
本』

を
発
刊
し
た
が
、
九
月
一
日
に
八
日
間
の
停
止
を
受
け
て
い
る
。

(

51)

十
二
月
十
六
日
付

｢

帝
国
議
会
紀
要｣

で
一
週
間
の
停
止
。
内
容
は
衆
議
院
議
員
批
判
。
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(

52)

四
月
十
四
日
付｢

大
義
名
分
を
論
し
て
伊
藤
伯
の
猛
省
を
望
む｣

で
二
十
四
日
間
の
停
止
。
内
容
は
伊
藤
博
文
を
め
ぐ
る
風
説
、
批
評
。

(

53)

十
二
月
二
十
五
日
付

｢

板
垣
伯
の
秘
密
演
説｣

で
五
日
間
の
停
止
。
内
容
は
板
垣
の
貴
族
院
廃
止
論
。

(
54)

十
月
二
日
付

｢

日
露
の
交
際

『

露
の
不
注
意』｣

で
八
日
間
の
停
止
。
内
容
は
ロ
シ
ア
に
対
す
る
批
判
。

(

55)
一
月
二
十
日
付
が
風
俗
壊
乱
で
十
二
日
間
の
停
止
。
七
月
二
十
七
日
付

｢

天
辺
の
一
報｣

で
二
週
間
の
停
止
。
内
容
は
高
島
鞍
之
助
、

渡
辺
国
武
、
松
方
正
義
を
め
ぐ
る
内
閣
の
人
事
の
内
幕
。
ま
た
、｢

天
辺
の
一
報｣

を
転
載
し
た

『

峡
中
日
報』

、『

大
和
新
聞』

七
月
二

十
九
日
付
は
八
日
間
、『

越
佐
新
聞』

同
日
付
は
九
日
間
、『

因
伯
時
報』

七
月
三
十
一
日
付
は
一
週
間
の
停
止
処
分
を
そ
れ
ぞ
れ
受
け
た
。

(

56)
『

肥
筑
新
聞』
は

『

肥
筑
日
報』

の
替
え
玉
と
し
て
発
刊
さ
れ
た
た
め
、
発
行
停
止
権
を
軽
視
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
。

(

57)

こ
の
新
聞
の
み
風
俗
壊
乱
が
理
由
で
あ
る
。

(

58)
『

活
世
界
号
外』

(

一
月
九
日
発
行
、
同
日
停
止)

、『

北
海
時
論』

(

二
月
二
十
日
発
行
、
二
十
七
日
停
止
、
た
だ
し
雑
誌
の
た
め
回
数

に
す
れ
ば
六
回
停
止)

の
二
件
。

(

59)
『

国
会』

(

十
二
月
二
十
五
日
発
行
、
同
日
停
止)

、
前
掲

『

神
戸
日
報』

の
二
件
。

(

60)

資
料
に
は
、
す
べ
て
の
対
象
府
県
名
、
停
止
理
由
と
な
っ
た
記
事
の
題
名
と
対
象
部
分

(｢

風
俗
壊
乱
ノ
要
領｣

も
し
く
は

｢

治
安
妨

害
ノ
要
領｣)

が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
一
覧
表
で
は
省
略
し
た
。

(

61)

三
月
以
降
も
選
挙
干
渉
は
各
府
県
議
会
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
県
政
が
混
乱
を
き
た
し
た
地
域
も
あ
っ
た
た
め
発
行
停
止
処
分
も
十
二

月
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。

(

62)
『

肥
筑
新
聞』

(

発
行
日
不
明
、
二
月
十
六
日
廃
刊)

。『
山
陰
暁
鐘』

(

二
月
二
十
九
日
発
行
、
三
月
四
日
廃
刊)

。『

埼
玉
平
民
雑
誌
号

外』
(

八
月
二
十
三
日
発
行
、
二
十
五
日
廃
刊)

。『

埼
玉
日
報』

(
十
二
月
五
日
発
行
、
同
日
廃
刊)

。

(

63)

以
下
、
処
分
対
象
記
事
の
引
用
は
す
べ
て
前
掲

｢

取
調
表｣

か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
送
り
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
た
。

ま
た
、
文
中
に

｢

云
々｣

と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
処
分
対
象
の
記
事
を
抜
粋
し
て
い
る
た
め
に
出
て
き
て
お
り
、

元
の
記
事
で
は
な
く
内
務
省
の
作
成
者
が
使
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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(

64)

前
掲

｢

第
一
次
松
方
内
閣
期
の
新
聞
操
縦
問
題｣

三
三
頁
。
な
お
、『

中
正
日
報』

は
鳥
尾
小
弥
太
と
の
結
び
つ
き
を
も
っ
た
保
守
系

新
聞
と
も
み
な
さ
れ
て
い
た
。

(
65)

詳
し
く
は
、
末
木
孝
典

｢

明
治
二
十
五
年
・
選
挙
干
渉
事
件
の
一
考
察
―
高
知
県
第
二
区
の
場
合
―｣

『

法
学
政
治
学
論
究』

第
五
九

号
、
平
成
十
五
年
、
三
七
二
頁
参
照
。

(

66)

た
だ
し
、
伊
藤
博
文
の
一
月
時
点
で
の
認
識
で
は
、
陸
奥
と

『

寸
鉄』

主
筆
の
織
田
純
一
郎
は

｢

陸
奥
が
指
図
し
て
書
か
せ
る
程
の
関

係
に
は
あ
る
ま
じ｣

と
い
う
も
の
だ
っ
た

(

一
月
一
七
日
付
松
方
正
義
宛
九
鬼
隆
一
書
簡
、
前
掲

『

松
方
正
義
関
係
文
書』

第
六
巻
、
一

九
七
頁)

。
こ
れ
を
松
方
系
官
僚
で
あ
る
九
鬼
隆
一
に
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
松
方
へ
伝
わ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
た
政
治
的
意
図

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

(

67)

北
海
道
は
第
二
回
総
選
挙
で
は
選
挙
法
の
対
象
外
で
あ
り
選
挙
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。『

北
門
新
報』

の
発
行
停
止
中
に
、
渡
辺
千

秋
北
海
道
庁
長
官
は
谷
謹
一
郎
首
相
秘
書
官
に
、
中
江
兆
民
と
親
交
の
あ
る
久
永
廉
三
が

｢

常
ニ
過
激
之
徒
と
出
没｣

し
、
選
挙
で
も
中

江
と
と
も
に
長
野
県
で
民
党
の
選
挙
応
援
に
駆
け
つ
け
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る

(

二
月
十
七
日
付
谷
謹
一
郎
宛
渡
辺
千
秋
書
簡
、

前
掲

『

松
方
正
義
関
係
文
書』

第
七
巻
、
昭
和
六
十
三
年
、
七
四
頁)

。
こ
の
こ
と
か
ら
、『

北
門
新
報』

が
民
党
系
新
聞
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

(

68)

野
島
幾
太
郎

『

新
井
章
吾
先
生』

(

野
島
幾
太
郎
、
昭
和
五
年
、
二
七
五
―
二
七
六
頁)

。『

自
由
平
等
経
綸』

は
自
由
党
関
東
派
の
新

井
章
吾
が
中
心
と
な
っ
て
発
行
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
る
。

(

69)

同
誌
は
選
挙
干
渉
と
は
関
わ
ら
な
い
八
月
一
日
付
記
事
で
も
、
松
方
内
閣
の
退
陣
を
求
め
る
内
容
で
発
行
二
回
分
の
停
止
処
分
を
受
け

て
い
る
。
他
に
も
二
八
号

(

六
月
十
五
日
付)

掲
載
の

｢

石
像
内
閣｣

と
題
す
る
記
事
が
官
吏
侮
辱
罪

(

刑
法
第
百
四
十
一
条
二
項)

に

問
わ
れ
、
七
月
二
十
五
日
、
発
行
人
兼
印
刷
人
小
野
澤
留
作
と
編
集
人
で
あ
る
野
島
が
と
も
に
重
禁
固
二
箇
月
、
罰
金
十
円
の
有
罪
判
決

を
受
け
た

(

同
前
書
、
二
七
七
―
二
七
八
頁)

。

(

70)

二
月
一
日
付
が

『

九
州
自
由
新
聞』

(

四
週
間
停
止)

の
替
え
玉
と
し
て
十
六
日
間
停
止
。

明治二十五年・選挙干渉事件における言論規制
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(

71)

二
月
七
日
付
が

『

大
阪
自
由
新
聞』

(

三
週
間
停
止)

の
替
え
玉
と
し
て
十
九
日
間
停
止
。

(

72)

三
月
二
日
付
が

『

越
中
新
聞』

(

十
八
日
間
停
止)

の
替
え
玉
と
し
て
廃
刊
。

(
73)

発
行
日
不
明
、
停
止
日
二
月
十
六
日
が

『

肥
筑
日
報』

(

五
週
間
停
止)

の
替
え
玉
と
し
て
廃
刊
。

(

74)
十
二
月
五
日
付
が

『

埼
玉
新
報』

廃
刊
後
に
発
行
し
、
同
じ
く
廃
刊
。

(

75)

選
挙
干
渉
に
関
係
し
な
い
が
、『

日
本』

の
替
え
玉

『

大
日
本』

は
わ
ず
か
八
日
間
の
停
止
処
分
で
あ
っ
た
。

(

76)
『

復
刻
自
由
党
々
報』

に
は
、
第
八
号
は

｢

時
の
松
方
内
閣
の
内
務
大
臣
品
川
弥
二
郎
に
よ
る
大
選
挙
干
渉

(

第
二
回
総
選
挙
に
お
け

る
民
党
弾
圧)
批
判
の
論
陣
を
張
っ
た｣

と
い
う
説
明
文
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
も
思
え
な
い

(

前
掲

『

復

刻
自
由
党
々
報』
第
一
巻
、
二
九
〇
頁)

。
ま
た
、
そ
も
そ
も
説
明
文
が
実
際
に
第
八
号
の
内
容
を
把
握
し
て
書
か
れ
た
も
の
か
ど
う
か

も
わ
か
ら
な
い
。

(

77)

前
掲

『

党
報』

第
九
号
、
四
〇
頁
。

(

78)

三
月
三
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
井
上
毅
書
簡(

尚
友
倶
楽
部
品
川
弥
二
郎
関
係
文
書
編
纂
委
員
会
編『

品
川
弥
二
郎
関
係
文
書』

第
二
巻
、

山
川
出
版
社
、
平
成
六
年
、
三
五
頁)
。

[

追
記]

本
稿
は
、
平
成
二
十
一
年
度
慶
應
義
塾
学
事
振
興
資
金

(

個
人
研
究
Ｂ)

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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